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13 日本憲法学と「統治権の権利主体としての国家」論

日
本
憲
法
学
と
「
統
治
権
の
権
利
主
体
と
し
て
の
国
家
」
論

杉　

原　

泰　

雄

Ⅰ　

は
じ
め
に

1　

対
象
と
な
る
国
家
の
概
念

こ
こ
で
問
題
に
す
る
の
は
、
憲
法
と
憲
法
学
に
お
け
る
国
家
の
法
概
念
で
あ
っ
て
、
政
治
学
・
経
済
学
・
社
会
学
等
に
お
け
る
国
家
の
非

法
的
な
概
念
で
は
な
い
。
国
家
の
憲
法
的
概
念
で
あ
る
。
憲
法
と
憲
法
学
に
お
い
て
も
、
国
家
の
概
念
は
多
様
で
あ
る
。
自
由
国
家
・
社
会

国
家
・
文
化
国
家
・
立
法
国
家
・
行
政
国
家
・
司
法
国
家
さ
ら
に
は
平
和
国
家
な
ど
の
表
現
は
、
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
検
討

し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
国
家
に
か
な
ら
ず
存
在
す
る
統
治
権
（
と
く
に
、
国
民
と
国
土
を
支
配
す
る
国
家
の
権
利
）
の
権
利
主
体
と
し

て
の
国
家
の
概
念
で
あ
る※

。
権
利
・
義
務
の
主
体
と
な
り
う
る
法
的
資
格
を
権
利
能
力
・
法
人
格
（R

e
ch

tsp
e

rsö
n

lich
k

e
it, p

e
rso

n
alité

 

ju
rid

iq
u

e

）
と
い
う
が
、
問
題
と
な
る
の
は
統
治
権
の
権
利
主
体
と
な
る
法
人
格
と
し
て
の
国
家
の
概
念
で
あ
る

※
※

。

※ 

「
国
民
と
国
土
を
支
配
す
る
国
家
の
権
利
」
と
い
う
の
が
統
治
権
の
通
常
の
（
狭
義
の
）
概
念
で
あ
る
。
こ
の
概
念
に
は
、
国
家
が
国
際
関
係
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に
お
い
て
外
国
等
に
対
し
て
も
つ
権
利
や
国
内
関
係
に
お
い
て
財
産
権
の
主
体
と
し
て
も
つ
権
利
な
ど
は
、
含
ま
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
故
、

統
治
権
は
、
広
義
に
は
、「
国
家
の
一
切
の
権
利
」
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
憲
法
と
憲
法
学
に
お
い
て
と
く
に
問

題
と
な
る
通
常
の
統
治
権
を
念
頭
に
お
い
て
、
そ
の
権
利
主
体
と
し
て
の
国
家
の
概
念
を
検
討
す
る
。

※
※ 
権
利
・
義
務
の
主
体
と
な
り
う
る
法
的
資
格
の
こ
と
を
権
利
能
力
（
法
人
格
）
と
い
う
。
国
家
が
統
治
権
の
権
利
主
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

国
家
が
権
利
能
力
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
当
然
の
前
提
と
し
て
い
る
。
こ
の
権
利
能
力（
法
人
格
）は
、
あ
と
で
検
討
す
る
「
法
人
」（ju

rid
ical 

p
e
rso

n
, ju

ristisch
e
 P

e
rso

n
, p

e
rso

n
n

e
 m

o
rale

）
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
。

2　

検
討
の
理
由

い
ま
、
な
ぜ
、
統
治
権
の
権
利
主
体
と
し
て
の
国
家
の
概
念
を
重
ね
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
に
も
ふ
れ
て
お
く
。

そ
の
第
一
の
理
由
は
、
立
憲
主
義
・
人
権
保
障
・
民
主
主
義
・
戦
争
の
違
法
化
原
則
（
平
和
主
義
）
の
問
題
な
ど
憲
法
の
主
要
課
題
の
い

ず
れ
に
お
い
て
も
、
そ
れ
ら
の
諸
価
値
を
保
護
し
ま
た
は
破
壊
す
る
直
接
の
主
力
が
統
治
権
だ
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
統
治
権
は
国
家
の
名
に

お
い
て
行
使
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
①
憲
法
上
、
具
体
的
に
誰
（
い
か
な
る
法
人
格
）
が
統
治
権
の
権
利
主
体
と
し
て
の
国
家
と
さ
れ

て
い
る
か
に
よ
っ
て
、
統
治
権
の
現
実
の
行
使
に
お
い
て
よ
る
べ
き
意
思
と
目
指
す
べ
き
目
的
が
き
ま
り
（
誰
の
意
思
に
従
っ
て
、
誰
の
利

益
の
た
め
に
統
治
権
を
行
使
す
べ
き
か
が
き
ま
り
）、
②
統
治
権
の
行
使
を
現
実
に
担
当
す
る
者
（
国
会
や
内
閣
等
）
は
、
統
治
権
の
権
利

主
体
で
あ
る
場
合
を
別
と
し
て
、
そ
の
権
利
主
体
か
ら
憲
法
を
通
じ
て
授
権
さ
れ
て
い
る
権
限
だ
け
を
、
憲
法
の
定
め
る
方
法
（
条
件
と
手

続
）
に
従
っ
て
行
使
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
。
統
治
権
の
権
利
主
体
で
な
い
統
治
権
の
担
当
者
は
、
統
治
権
の
権
利
主
体
で
な
い
か

ら
、
そ
の
担
当
す
る
権
限
に
つ
い
て
、
権
限
の
推
定
は
認
め
ら
れ
な
い
し
、
そ
の
行
使
の
方
法
を
変
更
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
①
は
統
治

行
使
の
根
本
原
則
を
規
定
し
、
②
は
統
治
権
行
使
に
お
け
る
立
憲
主
義
の
意
味
（
原
則
と
し
て
、
授
権
規
範
・
制
限
規
範
と
し
て
の
憲
法
）

を
規
定
す
る
。
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こ
れ
ま
で
の
憲
法
の
歴
史
と
憲
法
学
は
、
右
の
①
と
②
の
故
に
、
統
治
権
の
権
利
主
体
と
し
て
の
国
家
の
概
念
を
、
憲
法
の
解
釈
運
用
と

憲
法
学
の
総
論
的
な
根
本
問
題
と
し
て
扱
い
、
ま
た
そ
れ
に
つ
い
て
の
激
し
い
論
争
を
続
け
て
き
た
。

そ
の
第
二
の
理
由
は
、
特
殊
日
本
的
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
す
ぐ
あ
と
で
見
る
よ
う
に
、
明
治
憲
法
下
で
は
、
こ
の
意
味
で
の

国
家
の
概
念
を
め
ぐ
っ
て
、
立
憲
君
主
制
型
の
国
家
論
で
あ
る
「
国
家
法
人
説
」（
学
界
外
で
は
「
天
皇
機
関
説
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多

か
っ
た
）
と
絶
対
君
主
制
型
の
国
家
論
で
あ
る
「
天
皇
主
権
説
」「
天
皇
主
体
説
」（
天
皇
を
統
治
権
の
権
利
主
体
と
す
る
「
朕
は
国
家
で
あ

る
」
と
す
る
考
え
方
）
が
激
し
く
対
立
抗
争
し
た
。「
立
憲
主
義
学
派
」
と
「
正
統
学
派
」
の
対
立
抗
争
と
も
い
わ
れ
た
。
こ
の
論
争
は
、

学
界
で
は
前
者
が
圧
倒
的
な
支
持
を
え
た
が
、
学
界
に
お
け
る
そ
の
決
着
は
、「
天
皇
機
関
説
事
件
」「
国
体
明
徴
問
題
」
に
お
い
て
、
政
治

的
に
逆
転
さ
れ
た
。「
国
家
法
人
説
」
は
、「
支
那
事
変
」「
太
平
洋
戦
争
」
を
も
た
ら
す
「
強
権
政
治
」
の
い
け
に
え
に
さ
れ
た
。
統
治
権

の
権
利
主
体
に
か
ん
す
る
国
家
論
の
問
題
は
、
治
安
維
持
法
体
制
の
故
も
あ
っ
て
、
明
治
憲
法
下
で
も
っ
と
も
不
自
由
で
成
果
を
あ
げ
に
く

い
研
究
領
域
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
事
情
は
、
日
本
国
憲
法
の
解
釈
運
用
お
よ
び
そ
の
国
家
論
に
影
響
し
て
い
る
。
統
治
権
の
権
利
主
体

と
し
て
の
国
家
の
概
念
の
問
題
に
的
確
に
対
処
し
う
る
力
量
を
、
憲
法
政
治
も
憲
法
学
も
身
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

日
本
国
憲
法
を
審
議
し
た
第
九
〇
帝
国
議
会
で
、
憲
法
問
題
担
当
の
金
森
徳
次
郎
国
務
大
臣
は
、
国
家
法
人
説
ま
が
い
の
答
弁
を
し
て
い

た
。「
主
権
者
と
し
て
の
国
民
は
、
天
皇
を
含
む
国
民
全
体
を
意
味
す
る
」（
要
旨
、
衆
議
院
憲
法
委
、
一
九
四
六
年
六
月
二
六
日
）、「
国
民

主
権
と
い
う
場
合
の
主
権
は
、
国
家
意
思
を
形
成
す
る
一
番
強
い
意
思
を
意
味
す
る
」（
要
旨
、
衆
議
院
憲
法
委
、
一
九
四
六
年
七
月
一
三

日
）
と
し
て
、
主
権
者
・
国
民
を
統
治
権
の
権
利
主
体
と
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
日
本
国
憲
法
の
制
定
は
、「
朕
は
国
家
で
あ
る
」
を
「
国

民
（
人
民
）
は
国
家
で
あ
る
」
に
変
え
る
も
の
と
、
理
解
し
て
は
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
統
治
権
の
権
利
主
体
と
し
て
の
国
家
に
つ
い

て
は
、
明
治
憲
法
下
で
政
治
的
に
圧
殺
さ
れ
た
国
家
法
人
説
を
復
活
さ
せ
よ
う
と
す
る
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

学
界
で
も
、
美
濃
部
達
吉
は
、
一
九
四
八
年
公
刊
の
『
日
本
国
憲
法
原
論
』
で
、「
国
家
は
統
治
権
を
固
有
す
る
地
域
団
体
で
あ
る
」

（
二
五
頁
）
と
述
べ
、
現
存
す
る
国
民
の
目
的
（
利
益
）・
意
思
力
と
区
別
さ
れ
る
継
続
的
団
体
と
し
て
独
自
の
目
的
（
利
益
）
と
意
思
力
を



16

も
つ
「
法
人
」
と
説
明
し
て
い
た
。

し
か
し
、
①
日
本
国
憲
法
は
、
国
民
主
権
を
原
理
と
し
、
君
主
主
権
を
原
理
と
し
て
い
な
い
か
ら
、
統
治
権
の
在
り
方
の
中
心
問
題
は
、

国
家
法
人
説
を
不
可
欠
と
す
る
立
憲
君
主
制
か
否
か
で
は
な
い
。
②
し
か
も
国
家
法
人
説
を
普
遍
的
に
妥
当
す
る
国
家
概
念
だ
と
す
れ
ば
、

日
本
国
憲
法
下
で
も
、
国
民
（
人
民
）
は
法
人
た
る
国
家
の
機
関
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
、「
人
民
の
、
人
民
に
よ
る
、
人
民
の
た

め
の
政
治
」
は
憲
法
が
当
然
に
求
め
る
も
の
で
は
な
く
な
る
は
ず
で
あ
る
。「〔
国
家
法
人
説
の
下
で
は
、
主
権
者
を
含
め
て
〕
総
て
の
国
家

機
関
は
国
家
目
的
の
為
に
そ
の
権
能
を
行
ふ
の
で
あ
る
か
ら
、
自
分
の
欲
す
る
ま
ま
の
勝
手
な
行
動
を
為
し
得
る
も
の
で
は
な
く
、
唯
国

家
目
的
に
適
す
る
方
法
に
於
て
の
み
其
の
権
能
を
行
は
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
勿
論
で
、
是
れ
機
関
た
る
性
質
か
ら
生
ず
る
当
然
の
結
果
で

あ
る
）
1
（

」。
日
本
国
憲
法
下
の
憲
法
学
界
の
多
く
は
、
国
家
法
人
説
が
立
憲
君
主
制
の
た
め
の
国
家
論
で
、
そ
の
法
政
治
的
お
よ
び
歴
史
的
意
義
に
つ

き
、
す
で
に
そ
の
役
割
を
終
え
て
い
る
と
す
る
認
識
を
ほ
ぼ
共
通
に
し
つ
つ
も
、
そ
れ
に
代
り
う
る
統
治
権
の
権
利
主
体
と
し
て
の
国
家
の

概
念
を
い
ま
な
お
提
示
し
か
ね
て
か
、
国
家
法
人
説
亜
流
の
説
明
を
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
統
治
権
の
権
利
主
体
を
法
人
た
る
国
家
と
明

示
す
る
こ
と
な
く
、
国
民
の
主
権
を
国
家
意
思
の
最
高
の
決
定
権
と
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
。

統
治
権
が
存
在
し
、
国
家
の
名
に
お
い
て
そ
れ
が
行
使
さ
れ
、
し
か
も
そ
れ
が
憲
法
の
基
本
的
諸
価
値
の
在
り
方
に
決
定
的
と
も
い
い
う

る
ほ
ど
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
統
治
権
の
権
利
主
体
と
し
て
の
国
家
の
概
念
を
避
け
た
り
あ
い
ま
い
に
し
続
け
た
り
す
る

わ
け
に
は
い
か
な
い
。
日
本
国
憲
法
で
問
わ
れ
て
い
る
統
治
権
の
総
論
的
根
本
問
題
は
、
①
主
権
者
た
る
国
民
は
統
治
権
の
権
利
主
体
か
、

②
国
会
や
内
閣
等
は
憲
法
を
通
じ
て
国
民
か
ら
授
権
さ
れ
て
い
る
権
限
（
権
限
と
し
て
の
統
治
権
）
を
憲
法
の
定
め
る
方
法
に
従
っ
て
行
使

し
う
る
に
す
ぎ
な
い※

か
、
③
国
民
は
統
治
権
の
権
利
主
体
と
し
て
国
会
・
内
閣
等
に
よ
る
諸
権
限
の
行
使
に
つ
き
国
民
の
意
思
に
従
い
国
民

の
利
益
の
た
め
の
行
使
を
求
め
る
立
場
に
あ
る
か
、
で
あ
る
。
私
た
ち
は
、
こ
の
総
論
的
根
本
問
題
を
軽
視
し
続
け
る
こ
と
を
通
じ
て
、
国

民
と
憲
法
を
軽
視
す
る
統
治
権
の
行
使
を
こ
こ
ま
で
推
し
進
め
さ
せ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
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※ 

君
主
を
全
統
治
権
の
権
利
主
体
と
す
る
君
主
主
権
下
に
お
い
て
は
、
君
主
に
よ
る
統
治
権
の
行
使
が
憲
法
に
明
示
さ
れ
て
い
な
い
事
項
に
及

ぶ
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
（
権
能
の
推
定
）。
立
憲
主
義
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
君
主
主
権
下
の
理
解
と
経
験
が
、
国
民
主
権
を
と
る

日
本
国
憲
法
下
の
政
治
に
継
受
さ
れ
る
こ
と
に
な
ら
な
い
よ
う
と
く
に
慎
重
に
対
処
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
憲
法
運
用
の
現
実
に
お

い
て
は
、
誤
っ
た
継
受
が
具
体
化
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
日
本
国
憲
法
に
軍
事
に
つ
い
て
積
極
的
な
規
定
が
な
ん
ら
存
在
し
な
い
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
世
界
有
数
の
軍
隊
が
設
け
ら
れ
、
強
大
な
外
国
軍
隊
が
駐
留
し
て
い
る
。
日
本
国
憲
法
に
お
け
る
統
治
権
の
権
利
主
体
と
し
て

の
国
家
の
概
念
と
密
接
不
可
分
の
問
題
と
し
て
、
憲
法
の
授
権
規
範
性
と
制
限
規
範
性
を
再
考
し
た
い
も
の
で
あ
る
。

Ⅱ　

明
治
憲
法
下
に
お
け
る
「
国
家
」
論
争

日
本
国
憲
法
下
に
お
け
る
「
統
治
権
の
権
利
主
体
と
し
て
の
国
家
」
の
問
題
は
、
明
治
憲
法
下
の
論
争
を
避
け
て
は
処
理
し
に
く
い
状
況

に
あ
る
。
明
治
憲
法
下
に
お
け
る
「
正
統
学
派
憲
法
学
」
と
「
立
憲
学
派
憲
法
学
」
の
間
の
論
争
、
そ
れ
を
代
表
す
る
「
上
杉
・
美
濃
部
論

争
」
か
ら
始
め
る
こ
と
に
す
る
。

1　

上
杉
・
美
濃
部
論
争

こ
の
論
争
は
、「
天
皇
機
関
説
事
件
」「
国
体
明
徴
問
題
」
と
し
て
政
治
的
に
処
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
明
治
憲
法
下
の
「
国
家
」
論
争

を
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
。
雑
誌
『
太
陽
』
を
舞
台
と
し
て
明
治
末
か
ら
大
正
初
頭
に
か
け
て
継
続
的
に
お
こ
な
わ
れ
た
「
天
皇
主
権
説
」

「
天
皇
主
体
説
」
と
「
国
家
法
人
説
」「
天
皇
機
関
説
」「
国
家
主
体
説
」
の
代
表
的
な
担
い
手
の
間
で
お
こ
な
わ
れ
た
論
争
で
あ
る
）
2
（

。
こ
の
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論
争
は
、
そ
の
後
に
公
刊
さ
れ
た
両
者
の
体
系
書
、
た
と
え
ば
一
九
二
三
（
大
正
一
二
）
年
初
版
の
美
濃
部
『
憲
法
撮
要
』
と
一
九
二
四

（
大
正
一
三
）
年
初
版
の
上
杉
『
新
稿
憲
法
述
義
』
な
ど
に
よ
っ
て
継
続
さ
れ
、
ま
た
そ
れ
ら
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
見
解
が
よ
り
的
確
に

示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
明
治
憲
法
第
一
条
「
大
日
本
帝
国
ハ
万
世
一
系
ノ
天
皇
之
ヲ
統
治
ス
」、
同
第
四
条
「
天
皇
ハ
国
ノ
元
首
ニ
シ

テ
統
治
権
ヲ
総
攬
シ
此
ノ
憲
法
ノ
条
規
ニ
依
リ
之
ヲ
行
フ
」
を
め
ぐ
る
憲
法
解
釈
論
争
で
あ
っ
た
。

　
（
1
）
論
争
の
登
場

「
こ
の
論
争
は
、
美
濃
部
達
吉
の
『
憲
法
講
話
』（
一
九
一
二
〔
明
治
四
五
〕
年
、
有
斐
閣
）
に
対
す
る
上
杉
慎
吉
の
批
判
か
ら
、
は
じ

ま
っ
た
と
さ
れ
る
）
3
（

」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
指
摘
が
あ
っ
た
。「
統
治
権
の
主
体
は
日
本
国
民
の
団
体
な
り
と
す

れ
ば
、
天
皇
は
如
何
の
存
在
の
余
地
を
有
す
る
か
。
美
濃
部
博
士
曰
く
、
天
皇
は
こ
の
団
体
の
機
関
な
り
と
又
機
関
と
は
『
団
体
の
為
に
働

く
所
の
人
』
な
り
、
団
体
に
属
す
る
各
個
人
も
亦
団
体
の
機
関
な
り
と
雖
も
、『
多
く
の
場
合
に
そ
の
中
か
ら
特
に
役
員
を
選
ん
で
其
の
役

員
が
殊
に
多
く
団
体
の
為
に
働
く
』
も
の
也
と
云
へ
り
（
第
六
頁
）
即
ち
天
皇
は
国
家
の
機
関
な
り
、
団
体
の
役
員
な
り
、
団
体
は
人
民
全

体
な
り
、
天
皇
は
之
が
為
に
働
く
所
の
使
用
人
と
し
て
存
在
す
と
い
う
も
の
、
実
に
美
濃
部
博
士
の
所
説
な
り
。
嗚
呼
之
果
し
て
我
が
建
国

の
体
制
な
る
か
、
又
果
し
て
国
民
の
確
信
な
る
か
、
帝
国
憲
法
の
第
一
条
の
万
世
一
系
の
天
皇
国
を
統
治
す
る
と
い
ふ
は
、
如
何
の
解
釈
法

に
依
り
斯
く
の
如
き
意
義
た
り
と
為
す
こ
と
を
得
る
か
）
4
（

」。「『
憲
法
講
話
』
に
見
え
た
る
国
体
論
の
全
然
誤
謬
に
し
て
絶
対
的
に
排
斥
す
べ

き
は
…
…
以
上
の
指
摘
し
た
る
所
に
依
り
明
な
る
こ
と
火
を
見
る
が
如
け
ん
。
…
…
帝
国
の
万
世
一
系
の
天
皇
に
依
り
て
統
治
せ
ら
る
ゝ

は
、
我
が
建
国
の
体
制
に
し
て
、
天
壌
と
与
に
変
ら
ざ
る
所
、
憲
法
の
基
礎
に
し
て
国
民
の
確
信
な
り
。
予
も
亦
国
民
の
一
員
と
し
て
確
信

を
賦
有
し
、
歴
史
の
真
実
と
憲
法
の
宣
言
と
疑
似
を
挟
む
余
地
な
く
異
説
を
容
る
べ
き
な
き
が
故
に
、
平
明
な
る
こ
と
を
平
明
な
語
を
も
っ

て
、
天
皇
は
主
権
者
な
り
、
統
治
権
の
主
体
な
り
と
説
け
り
）
5
（

」。

一
九
一
一
（
明
治
四
四
）
年
一
二
月
、
上
杉
の
『
国
民
教
育
帝
国
憲
法
講
義
』
が
公
刊
さ
れ
た
。
翌
年
、
美
濃
部
は
、
国
家
学
会
雑
誌
第
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二
六
巻
五
号
に
「
国
民
教
育
帝
国
憲
法
講
義
を
評
す
」
を
公
表
し
、
同
書
を
以
下
の
よ
う
に
厳
し
く
批
判
し
た
。「
著
者
〔
上
杉
〕
の
意
見

は
多
く
の
点
に
於
て
評
者
〔
美
濃
部
〕
の
意
見
と
正
反
対
で
評
者
の
見
地
よ
り
し
て
は
、
国
民
教
育
の
為
に
此
の
書
を
推
奨
す
る
こ
と
の
出

来
ぬ
の
を
遺
憾
と
す
る
。
啻
に
議
論
の
内
容
に
於
て
同
意
す
る
こ
と
の
出
来
ぬ
点
が
多
い
の
み
な
ら
ず
、
著
者
は
其
の
議
論
を
述
べ
る
の
に

頗
る
極
端
な
論
鋒
を
以
て
し
て
お
っ
て
、
人
を
誤
ら
し
む
虞
れ
が
頗
る
多
い
で
あ
ろ
う
と
思
ふ
）
6
（

」。「
全
遍
を
通
じ
て
頗
る
過
激
の
言
を
も
っ

て
、
自
分
と
反
対
の
学
説
を
批
判
し
て
居
る
。
反
対
説
を
排
斥
す
る
は
固
よ
り
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
唯
そ
れ
に
は
先
ず
反
対
説
を
充
分

理
解
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
充
分
に
そ
れ
を
理
解
す
る
こ
と
も
な
さ
ず
、
唯
一
言
を
以
て
之
を
罵
倒
し
去
り
、
之
に
悪
名
を
附
す
る
の

は
学
者
の
態
度
と
し
て
は
甚
如
何
は
し
い
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
ふ
）
7
（

」。「
国
民
教
育
の
書
は
勉
め
て
穏
健
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
而

し
て
此
の
点
に
於
て
本
書
は
国
民
教
育
の
為
に
甚
し
く
不
適
当
な
も
の
で
あ
る
と
信
ず
る
。
評
者
は
重
ね
て
此
の
書
を
世
に
推
奨
す
る
こ
と

の
出
来
ぬ
の
を
悲
し
む
も
の
で
あ
る
）
8
（

」。

　
（
2
）
論
争
の
焦
点

次
の
二
点
が
同
論
争
の
焦
点
で
あ
っ
た
。

第
一
は
、
明
治
憲
法
下
で
統
治
権
の
権
利
主
体
と
し
て
の
国
家
の
概
念
を
ど
う
規
定
す
べ
き
か
、
で
あ
る
。
両
者
の
そ
の
体
系
書
を
も
参

照
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

美
濃
部
は
「
法
律
上
の
観
察
に
於
て
は
、
国
家
は
地
域
を
基
礎
と
す
る
最
高
な
る
団
体
的
人
格
者
（
法
人
）
で
あ
っ
て
統
治
権
を
有
す

る
も
の
」
）
9
（

と
し
て
、
天
皇
は
統
治
権
の
権
利
主
体
で
は
な
く
、
法
人
た
る
国
家
の
機
関
で
あ
る
と
し
て
い
た
。「
余
は
決
し
て
人
民
が
即
ち

国
家
な
り
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
又
上
杉
博
士
の
如
く
君
主
御
一
身
が
即
ち
国
家
な
り
と
な
す
も
の
で
は
な
い
」
と
し
、「
上
杉
博
士
が

…
…
国
家
が
統
治
権
の
主
体
で
あ
る
と
す
る
の
は
、
人
民
を
以
て
主
権
者
な
り
と
す
る
者
で
あ
り
、
其
の
結
果
は
総
て
の
国
を
し
て
民
主
共

和
の
国
た
ら
し
む
る
者
で
あ
る
と
せ
ら
れ
て
居
る
の
は
、
故
意
の
曲
解
に
出
た
る
に
非
ざ
る
限
り
、
余
は
遂
に
其
の
何
の
意
た
る
か
を
解
し
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得
な
い
）
10
（

」
と
し
て
い
た
。「
国
家
法
人
説
」（
天
皇
機
関
説
）
の
立
場
で
あ
る
が
、
上
杉
に
お
け
る
理
解
の
誤
り
・
理
解
の
欠
落
を
厳
し
く
批

判
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

上
杉
は
、「
天
皇
を
以
て
統
治
権
の
主
体
な
り
と
為
す
の
み
。
共
同
体
を
以
て
、
統
治
権
の
主
体
と
為
さ
ざ
る
の
み
」
と
し
、
天
皇
即
国

家
の
立
場
を
と
っ
て
い
た
。「
天
皇
ハ
国
家
に
合
一
ス
、
天
皇
ハ
一
身
ニ
全
国
家
ヲ
負
担
シ
タ
マ
フ
、
天
皇
ノ
大
御
業
ハ
悉
ク
国
家
ノ
事
業

ナ
リ
、
国
家
ノ
事
ハ
皆
残
ラ
ス
天
皇
ノ
活
動
ニ
発
現
ス
、
若
シ
統
治
ヲ
国
家
活
動
ト
云
フ
ト
同
義
ニ
用
ヰ
、
統
治
者
ヲ
国
家
ト
云
フ
ナ
ラ

バ
天
皇
ハ
即
チ
国
家
ナ
リ
…
…
臣
民
ハ
国
家
ノ
臣
民
タ
リ
、
即
チ
天
皇
ノ
臣
民
タ
リ
…
…
）
11
（

」「
朕
は
国
家
で
あ
る
」
と
す
る
「
国
家
主
権
者

（
統
治
者
）
説
」
の
明
治
憲
法
版
で
あ
っ
た
。

論
争
の
焦
点
の
第
二
は
、
第
一
点
と
も
深
く
関
係
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
絶
対
君
主
制
の
認
否
の
問
題
で
あ
っ
た
。

美
濃
部
は
、
天
皇
を
法
人
た
る
国
家
の
機
関
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
絶
対
君
主
制
を
否
定
し
よ
う
と
し
て
い
た
。「〔
法
人
た
る
国

家
の
す
べ
て
の
活
動
は
、
そ
の
機
関
を
通
じ
て
お
こ
な
わ
れ
る
。〕
国
家
機
関
が
機
関
と
し
て
活
動
し
得
る
範
囲
を
称
し
て
機
関
権
能

（O
rg

an
b

e
fu

g
n

is

）
と
謂
ひ
、
又
は
簡
単
に
権
限
（K

o
m

p
e

te
n

z, Z
u

stän
d

ig
k

e
it

）
と
謂
っ
て
居
る
。
機
関
権
能
は
機
関
と
し
て
働
き
得

る
法
律
上
の
力
で
あ
っ
て
其
の
法
律
上
の
力
た
る
こ
と
に
於
て
は
権
利
と
性
質
を
同
じ
う
し
て
居
り
…
…
学
問
上
に
も
往
々
権
利
と
混
同
せ

ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
権
利
は
常
に
自
己
の
目
的
の
為
に
認
め
ら
れ
る
力
で
あ
る
に
反
し
て
、
機
関
権
能
は
国
家
の
目
的
の
為
に
認
め
ら
れ
る

も
の
で
あ
っ
て
、
自
己
の
目
的
の
為
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
…
…
国
家
の
機
関
は
自
分
の
権
利
を
行
使
す
る
の
で
は
な
く
、
国
家

の
権
利
を
行
使
す
る
の
で
あ〔
る
〕
…
…
君
主
国
に
於
て
君
主
が
統
治
権
を
総
攬
し
、
民
主
国
に
於
て
国
民
が
国
権
の
発
す
る
源
と
な
っ
て

居
る
も
、
皆
同
様
で
あ
っ
て
、
等
し
く
自
己
の
権
利
と
し
て
で
は
な
く
、
機
関
権
能
と
し
て
其
の
力
を
有
っ
て
居
る
の
で
あ
る
）
12
（

」。「
唯
国

法
に
依
り
国
家
意
思
を
決
定
し
得
べ
き
権
能
あ
る
も
の
と
定
め
ら
れ
て
い
る
機
関
が
国
法
の
定
む
る
方
法
に
依
っ
て
発
表
す
る
所
の
機
関
意

思
の
み
が
、
国
家
意
思
た
る
効
力
を
生
ず
る
の
で
あ
る
）
13
（

」。
美
濃
部
に
お
い
て
は
、
天
皇
を
は
じ
め
と
す
る
国
家
機
関
は
、
国
家
目
的
の
た

め
に
国
法
上
認
め
ら
れ
て
い
る
権
限
を
国
法
の
定
め
る
方
法
に
従
っ
て
行
使
す
る
存
在
で
あ
っ
た
。「
天
皇
が
統
治
権
を
行
は
せ
ら
る
ゝ
に
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付
て
は
、
単
に
憲
法
に
の
み
な
ら
ず
法
律
に
も
、
条
約
に
も
、
勅
令
に
も
従
は
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
が
、
法
律
も
条
約
も
勅
令
も

共
に
憲
法
に
基
い
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
此
等
に
従
ふ
こ
と
は
結
局
憲
法
に
従
ふ
所
以
に
外
な
ら
ぬ
）
14
（

」
と
も
し
て
い
た
。
ま
た
、

「〔
天
皇
に
よ
る
機
関
権
限
の
行
使
に
つ
き
〕
法
律
に
よ
り
必
要
な
例
外
を
認
む
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
憲
法
の
禁
止
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い

の
で
あ
っ
て
、
現
に
そ
の
例
外
は
地
方
自
治
制
度
に
於
て
認
め
ら
れ
て
居
る
）
15
（

」
と
も
し
て
い
た
。

上
杉
は
、「
天
皇
ハ
完
全
ニ
シ
テ
欠
ク
ル
ナ
キ
統
治
権
者
ナ
リ
、
我
国
体
上
天
皇
ノ
意
志
ハ
唯
一
ナ
ル
統
治
権
ニ
シ
テ
、
国
家
ニ
於
ケ
ル

凡
テ
ノ
意
志
ハ
之
ニ
服
従
ス
、
天
皇
ノ
意
志
ノ
ミ
統
治
権
タ
リ
、
天
皇
ト
統
治
権
ヲ
分
チ
、
又
ハ
天
皇
ト
共
同
シ
テ
統
治
権
ヲ
行
使
ス
ル
何

人
モ
存
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、
天
皇
ノ
意
志
ハ
最
高
ニ
シ
テ
独
立
ナ
リ
、
絶
対
ニ
無
条
件
ニ
臣
民
之
ニ
服
従
ス
、
天
皇
ノ
統
治
権
ハ
無
制
限
ニ
シ

テ
及
ハ
サ
ル
範
囲
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
）
16
（

」
と
し
て
い
た
。
ま
た
、「
憲
法
ハ
一
切
ノ
事
項
ニ
付
キ
、
統
治
権
ノ
全
範
囲
ニ
亘
リ
テ
之
ヲ
行
使
ス
ル

ノ
条
件
ヲ
定
メ
ス
、
最
モ
広
キ
範
囲
ノ
国
務
ハ
、
憲
法
之
ヲ
行
フ
ノ
条
規
ヲ
定
メ
サ
ル
モ
ノ
ニ
属
ス
、
此
ノ
範
囲
ノ
国
務
ニ
就
テ
ハ
、
憲
法

之
ニ
依
ル
ヘ
キ
条
規
ヲ
定
メ
サ
ル
モ
ノ
ナ
ル
カ
故
ニ
、
憲
法
制
定
前
ニ
於
ケ
ル
ト
同
シ
ク
、
天
皇
自
由
ニ
之
ヲ
行
フ
ノ
形
式
ヲ
定
ム
ル
コ
ト

ヲ
得
ル
ハ
性
質
上
当
然
ナ
リ
、
カ
カ
ル
範
囲
ニ
属
ス
ル
国
務
ハ
、
憲
法
ニ
於
テ
帝
国
議
会
ノ
協
賛
ヲ
以
テ
行
フ
ト
為
シ
、
裁
判
所
之
ヲ
行
フ

ト
定
メ
、
其
ノ
他
ノ
官
府
ノ
権
限
ニ
属
セ
シ
メ
タ
ル
事
項
ノ
他
、
統
治
権
ノ
全
範
囲
ニ
及
ヒ
、
広
ク
シ
テ
及
ハ
サ
ル
ハ
ナ
シ
、
帝
国
議
会
ノ

権
限
ハ
憲
法
ノ
明
ニ
定
メ
タ
ル
所
ニ
限
リ
、
性
質
上
之
ニ
属
ス
ヘ
キ
事
項
ナ
ル
モ
ノ
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
）
17
（

」
と
も
し
て
い
た
。
上
杉
に
お
い
て

は
、
憲
法
は
、
天
皇
と
の
関
係
で
は
、
例
外
的
な
禁
止
規
範
・
制
限
規
範
と
さ
れ
て
い
た
。

美
濃
部
の
国
家
法
人
説
が
立
憲
君
主
制
に
な
じ
み
や
す
い
の
に
対
し
て
、
上
杉
の
天
皇
機
関
説
が
絶
対
君
主
制
に
な
じ
み
や
す
い
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
は
、
否
定
で
き
な
い
。

　
（
3
）
論
争
の
政
治
的
決
着

上
杉
・
美
濃
部
論
争
に
代
表
さ
れ
る
、
統
治
権
の
権
利
主
体
と
し
て
の
国
家
の
概
念
に
か
ん
す
る
論
争
は
、
憲
法
と
憲
法
学
の
総
論
的
根
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本
問
題
と
し
て
、
大
正
・
昭
和
に
か
け
て
も
継
続
さ
れ
、
最
終
的
に
は
学
界
外
で
政
治
的
に
決
着
さ
れ
た
。「
天
皇
機
関
説
事
件
」「
国
体
明

徴
問
題
」
と
し
て
強
権
的
に
処
断
さ
れ
た
）
18
（

。「〔
万
世
一
系
の
天
皇
を
統
治
権
の
権
利
主
体
と
す
る
〕
国
体
の
本
義
を
明
徴
に
し
人
心
の
帰
趨

を
一
に
す
る
こ
と
は
刻
下
最
大
の
要
務
な
り
。
政
府
は
崇
高
無
比
な
る
我
が
国
体
と
相
容
れ
ざ
る
言
説
に
対
し
て
断
乎
た
る
措
置
を
取
る
べ

し
」
と
す
る
衆
議
院
の
決
議
（
一
九
三
五
〔
昭
和
一
〇
〕
年
三
月
二
三
日
）
お
よ
び
同
趣
旨
の
貴
族
院
の
建
議
（
同
年
三
月
二
〇
日
）
に
対

応
す
る
政
府
の
諸
措
置
に
よ
っ
て
、「
国
家
法
人
説
」
は
抹
殺
さ
れ
た
。
同
年
四
月
九
日
、
内
務
省
は
美
濃
部
の
『
憲
法
撮
要
』
等
の
主
要

三
著
を
発
禁
処
分
と
し
、
文
部
大
臣
は
同
日
全
国
の
各
地
方
長
官
や
大
学
・
専
門
学
校
・
高
等
学
校
長
に
「
国
体
の
本
義
を
明
徴
に
し
…
…

国
体
の
本
義
に
疑
惑
を
生
ぜ
し
む
る
が
如
き
言
説
は
厳
に
之
を
戒
め〔
る
〕」
よ
う
訓
令
し
た
。
国
公
私
立
の
す
べ
て
の
大
学
で
国
家
法
人

説
の
講
義
が
排
除
さ
れ
た
。
ま
た
、
美
濃
部
の
著
書
に
お
け
る
機
関
説
お
よ
び
詔
勅
批
判
に
つ
い
て
は
、
出
版
法
違
反
と
し
つ
つ
も
起
訴
猶

予
と
さ
れ
た
（
一
九
三
五
年
九
月
一
八
日
）。

統
治
権
の
権
利
主
体
と
し
て
の
国
家
の
概
念
の
問
題
は
、
憲
法
の
総
論
的
根
本
問
題
と
し
て
憲
法
・
憲
法
学
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
回
避

で
き
な
い
問
題
で
あ
っ
た
。
日
本
型
王
権
神
授
説
と
治
安
維
持
法
体
制
で
か
た
め
ら
れ
た
明
治
憲
法
体
制
下
で
は
、
不
可
侵
の
人
権
と
し
て

の
学
問
の
自
由
の
保
障
を
欠
い
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
こ
の
問
題
は
深
刻
な
問
題
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
は
ず
で
あ
っ
た
。
国
民
主
権
を

原
理
と
し
、
学
問
の
自
由
と
表
現
の
自
由
を
人
権
と
し
て
保
障
し
て
い
る
日
本
国
憲
法
下
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
事
態
の
再
現
は
、
少

な
く
と
も
法
的
に
は
あ
り
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
意
味
で
の
国
家
論
の
問
題
が
日
本
国
憲
法
に
お
い
て
も
、
総
論
的
な
根
本

問
題
で
あ
る
こ
と
は
、
変
り
が
な
い
。
明
治
憲
法
下
に
お
け
る
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
研
究
・
検
討
の
空
白
（
国
家
法
人
説
で
も
禁
圧
さ
れ

る
状
況
に
あ
っ
た
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
を
は
じ
め
と
す
る
欧
米
諸
国
の
近
現
代
的
な
国
家
論
の
研
究
は
絶
無
に
近
い
状
況
に
あ
っ
た
）
は
、
日

本
国
憲
法
下
に
お
け
る
問
題
の
処
理
に
大
き
な
影
響
を
与
え
ず
に
は
お
か
な
い
は
ず
で
あ
っ
た
。
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Ⅲ　

比
較
憲
法
史
に
お
け
る
統
治
権
の
権
利
主
体
と
し
て
の
国
家
の
問
題

1　

二
つ
の
注
目
す
べ
き
国
家
概
念

日
本
国
憲
法
下
の
問
題
状
況
の
検
討
に
入
る
前
に
、
比
較
憲
法
史
的
に
こ
の
問
題
の
展
開
状
況
を
、
と
く
に
そ
の
主
要
な
も
の
に
つ

い
て
、
か
ん
た
ん
に
見
て
お
き
た
い
。
す
で
に
く
り
返
し
指
摘
し
て
き
た
よ
う
に
統
治
権
が
国
家
に
不
可
欠
の
要
素
で
あ
り
、
そ
の
在

り
方
が
社
会
と
政
治
の
在
り
方
を
大
き
く
左
右
す
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
い
か
な
る
国
に
お
い
て
も
、
統
治
権
の
権
利

主
体
と
し
て
の
国
家
の
概
念
の
問
題
は
憲
法
の
総
論
的
根
本
問
題
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
近
代
以
降
の
憲
法
と
憲
法
学
に
は
、
と
く

に
注
目
す
べ
き
二
つ
の
国
家
概
念
が
あ
っ
た
。（
A
）「
国
家
主
権
者
（
統
治
者
）
説
」（H

e
rrsch

e
rth

e
o

rie

）
と
（
B
）「
国
家
法
人
説
」

（P
e

rsö
n

lich
k

e
itsth

e
o

rie

）
で
あ
る
。（
A
）は
、
フ
ラ
ン
ス
型
国
家
論
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、（
B
）は
ド
イ
ツ
型
国
家
論
と
も
い

う
べ
き
も
の
で
あ
る
。（
A
）は
、
フ
ラ
ン
ス
に
特
有
の
も
の
で
は
な
く
、
近
代
市
民
革
命
に
よ
っ
て
近
代
化
し
た
諸
国
（
フ
ラ
ン
ス
や
ア

メ
リ
カ
な
ど
）
に
お
い
て
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
や
民
衆
層
を
担
い
手
と
し
て
登
場
し
て
く
る
伝
統
的
国
家
概
念
の
近
代
型
で
あ
る
。（
B
）

は
、
近
代
市
民
革
命
で
は
な
く
、「
上
か
ら
の
近
代
化
」
に
よ
っ
て
近
代
に
入
っ
た
後
発
資
本
主
義
諸
国
（
ド
イ
ツ
や
日
本
な
ど
）
の
近
代

化
に
お
い
て
と
く
に
激
し
く
論
じ
ら
れ
た
近
代
の
国
家
概
念
で
あ
る
。

近
代
市
民
革
命
を
経
た
諸
国
に
お
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、「
朕
は
国
家
で
あ
る
」
の
「
朕
」
の
地
位
を

「
国
民
」（n

atio
n

）
ま
た
は
「
人
民
」（p

e
u

p
le

, p
e

o
p

le

）
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
近
代
お
よ
び
現
代
の
国
家
問
題
（
統
治
権
の
権
利
主
体

と
し
て
の
国
家
の
概
念
の
問
題
）
の
中
心
課
題
で
あ
っ
た
の
で
、（
B
）の
概
念
が
憲
法
の
総
論
的
根
本
問
題
と
し
て
登
場
す
る
余
地
は
ほ
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と
ん
ど
な
か
っ
た
。（
A
）の
概
念
の
具
体
的
主
体
が
問
題
で
あ
っ
た
。
し
か
し
遅
れ
て
「
上
か
ら
の
近
代
化
」
を
し
た
後
発
資
本
主
義
国

で
は
、
近
代
化
以
降
に
お
い
て
も
君
主
主
権
が
憲
法
原
理
と
し
て
残
っ
た
。
ド
イ
ツ
諸
邦
や
日
本
は
、
そ
の
代
表
的
事
例
で
あ
る
。
後
発
資

本
主
義
国
家
に
お
い
て
も
、
資
本
主
義
体
制
を
本
格
化
す
る
た
め
に
は
、「
私
的
自
治
」
と
そ
の
た
め
の
形
式
的
な
「
自
由
と
平
等
」
の
保

障
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
君
主
主
権
の
原
理
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
朕
は
国
家
で
あ
る
」
と
す
る
絶
対
君
主
制
的
伝
統
的
国
家
概
念
を
近
代

に
お
い
て
は
維
持
す
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
考
え
方
が
、
近
代
市
民
革
命
を
経
た
イ
ギ
リ
ス
・
ア
メ
リ
カ
・
フ
ラ
ン
ス
・
ベ
ル
ギ
ー
等
の
隣

国
ド
イ
ツ
諸
邦
で
一
般
化
す
る
こ
と
は
避
け
が
た
い
こ
と
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
統
治
権
は
、
君
主
の
権
利
で
は
な
く
、「
法
人
た
る
国

家
の
権
利
」
と
す
る
考
え
方
が
「
普
遍
的
な
国
家
論
」（A
llg

e
m

e
in

e
 S

taatsle
h

re

）
と
し
て
学
界
か
ら
提
示
さ
れ
て
く
る
の
は
、
む
し
ろ

自
然
の
こ
と
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
ド
イ
ツ
諸
邦
の
憲
法
に
お
け
る
「
君
主
主
権
」
は
、
君
主
が
統
治
権
の
権
利
主
体
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す

る
も
の
で
は
な
く
、
国
家
の
最
高
機
関
権
限
（
国
家
意
思
の
最
高
の
決
定
権
限
）
の
帰
属
を
示
す
も
の
、
と
い
う
「
第
三
の
主
権
概
念※

」
の

提
示
で
あ
る
。

※ 

第
一
の
主
権
概
念
は
国
家
の
統
治
権
、
第
二
は
そ
の
統
治
権
に
固
有
の
属
性
と
し
て
最
高
性
・
独
立
性
（
国
内
の
あ
ら
ゆ
る
権
力
に
優
越
し
、

対
外
的
に
独
立
的
で
あ
る
こ
と
）
を
意
味
す
る
、
と
す
る
。

2　

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
型
国
家
概
念
の
展
開

　
（
1
）
フ
ラ
ン
ス
型
国
家
概
念
の
登
場
――
ボ
ダ
ン
、
ボ
ッ
シ
ュ
エ
、
ル
ソ
ー
と
シ
エ
イ
エ
ス

立
ち
入
っ
て
検
討
す
る
余
裕
は
な
い
の
で
、
以
下
の
指
摘
を
す
る
に
と
ど
め
る
。

統
治
権
の
権
利
主
体
と
し
て
の
国
家
の
概
念
の
問
題
を
、
フ
ラ
ン
ス
は
、
J
・
ボ
ダ
ン
（B

o
d

in

）
に
よ
る
「
主
権
（la so

u
ve

rain
e

té

）
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と
い
う
文
言
の
開
発
使
用
）
19
（

（
一
五
七
六
年
）
以
来
ほ
ぼ
一
貫
し
て
「
国
家
に
お
け
る
主
権
」（la so

u
ve

rain
e

té
 d

an
s l ’é

tat

）
の
問
題
と
し

て
論
じ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
国
法
学
の
よ
う
に
「
法
人
と
し
て
の
国
家
」
の
存
在
を
前
提
と
す
る
こ
と
な
く
、
国
内
に
お
い
て
誰

が
統
治
権
の
権
利
主
体
で
あ
る
か
、
し
た
が
っ
て
統
治
権
の
権
利
主
体
を
国
家
と
い
う
な
ら
ば
、
誰
が
そ
の
意
味
で
の
国
家
で
あ
る
か
の

問
題
と
し
て
論
じ
続
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「〔
最
高
性
と
独
立
性
を
固
有
の
属
性
と
す
る
〕
国
家
の
主
権
（la so

u
ve

rain
e

té
 d

e
 l ’é

tat

）

と
国
家
が
体
現
さ
れ
る
君
主
の
主
権
は
ま
っ
た
く
一
体
で
あ
る
）
20
（

」（
G
・
ヴ
デ
ル
）
や
「
国
家
は
『
国
民
』
の
人
格
化
つ
ま
り
権
利
主
体
と

し
て
見
た
『
国
民
』
に
ほ
か
な
ら
な
い
。『
国
民
』
は
国
家
で
あ
り
、『
国
家
』
は
国
民
で
あ
る
）
21
（

」（
M
・
オ
ー
リ
ュ
ー
）
と
し
て
論
じ
ら
れ

て
き
た
よ
う
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
革
命
前
）
22
（

、
ル
イ
一
四
世
の
た
め
に
王
権
神
授
説
を
完
成
し
た
J
・
B
・
ボ
ッ
シ
ュ
エ
は
、
そ
の
『
聖
書
政
治
学
』（
一
七
〇
九

年
）
に
お
い
て
、
自
己
の
見
解
の
正
当
性
の
根
拠
を
聖
書
固
有
の
文
言
に
求
め
つ
つ
、「
朕
は
国
家
で
あ
る
」
こ
と
を
論
証
し
て
い
た
。
フ

ラ
ン
ス
革
命
の
前
夜
、
J
＝

J
・
ル
ソ
ー
の
『
社
会
契
約
論
』（
一
七
六
二
年
）
や
、
E
・
J
・
シ
エ
イ
エ
ス
の
『
第
三
身
分
と
は
な
に
か
』

（
一
七
八
九
年
）
な
ど
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
、
社
会
契
約
参
加
者
（
市
民
）
の
総
体
と
し
て
の
「
人
民
」（p

e
u

p
le

）
を
主
権
者
と
す
る

「
人
民
主
権
論
」
に
お
い
て
も
、「
人
民
」
は
統
治
権
（
主
権
）
の
権
利
主
体
と
し
て
即
国
家
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、「
人
民
」
を
総
有

団
体
的
存
在
と
し
、「
人
民
に
よ
る
、
人
民
の
た
め
の
政
治
」
を
求
め
る
民
主
制
の
原
理
で
あ
っ
た
。

　
（
2
）
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
お
け
るn

atio
n

主
権
の
成
立
――
君
主
主
権
とp

e
u

p
le

 

主
権
の
排
除
）
23
（　

フ
ラ
ン
ス
革
命
は
、
そ
の
社
会
的
お
よ
び
政
治
的
構
造
に
規
定
さ
れ
て
、
統
治
権
を
君
主
の
権
利
と
す
る
君
主
主
権
を
否
定
し
た
だ
け
で

な
く
、
統
治
権
をp

e
u

p
le

（
以
後
「
人
民
」
と
訳
す
）
の
権
利
と
す
る
「
人
民
主
権
」
を
も
排
除
し
て
、「
人
民
」
と
は
異
質
の
概
念
で
あ

るn
atio

n

（
以
後
「
国
民
」
と
訳
す
が
、「
国
籍
保
持
者
の
総
体
」
や
「
特
定
の
時
点
に
お
け
る
有
権
者
だ
け
で
な
く
、
過
去
及
び
将
来
の

世
代
を
も
包
含
す
る
も
の
」
と
説
明
さ
れ
る
）
を
統
治
権
の
権
利
主
体
と
す
る
「
国
民
主
権
」
を
新
し
い
憲
法
原
理
と
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
革
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命
の
最
初
の
憲
法
で
あ
る
一
七
九
一
年
憲
法
は
、
以
下
の
よ
う
な
規
定
を
設
け
て
い
た
。「
主
権
〔
統
治
権
〕
は
、
単
一
、
不
可
分
、
不
可

譲
で
、
時
効
に
よ
っ
て
消
滅
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、
国ナ
シ
オ
ン民
に
属
す
る
。
人プ
ー
プ
ル民
の
い
か
な
る
部
分
も
、
い
か
な
る
個
人
も
、
そ
の
行
使
を
自
己

の
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」（
第
三
編
前
文
第
一
条
）。「
す
べ
て
の
権
限
は
、
国
民
の
み
に
由
来
し
、
国
民
は
委
任
に
よ
ら
な
け
れ

ば
、
そ
れ
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」（
同
第
二
条
一
項
）。「
フ
ラ
ン
ス
憲
法
は
、
代
表
制
を
と
る
。
代
表
は
、
立
法
府
と
〔
世
襲
の
〕

国
王
で
あ
る
」（
同
第
二
条
二
項
）。

そ
こ
で
は
①
主
権
は
、
統
治
権
と
解
さ
れ
、「
国
民
」
固
有
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。「
国
民
」
固
有
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
国
民
代
表
や

そ
の
他
の
「
国
民
」
の
機
関
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
統
治
権
は
す
べ
て
憲
法
を
通
じ
て
「
国
民
」
に
由
来
す
る
権
限
と
い
う
こ
と
に
な
る
、

②
統
治
権
の
権
利
主
体
と
し
て
の
「
国
民
」
は
、「
人
民
」
と
は
異
質
の
抽
象
的
観
念
的
存
在
で
あ
る
か
ら
、
統
治
権
を
み
ず
か
ら
行
使
す

る
こ
と
が
で
き
ず
、
憲
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
国
民
代
表
等
を
通
じ
て
そ
れ
を
行
使
す
る
こ
と
に
な
る
、
③
統
治
権
は
、
単
一
・
不
可

分
・
不
可
譲
の
も
の
と
し
て
「
国
民
」
の
権
利
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
い
か
な
る
市
民
も
そ
の
行
使
に
参
加
す
る
固
有
の
権
利
を
も
た
ず
、

憲
法
に
よ
り
、
制
限
選
挙
制
度
に
よ
る
国
民
代
表
や
選
挙
に
よ
ら
な
い
国
民
代
表
も
認
め
ら
れ
る
、
④「
国
民
主
権
」
の
体
制
は
、
こ
の
よ

う
に
し
て
、「
朕
は
国
家
で
あ
る
」
の
体
制
と
「
人
民
は
国
家
で
あ
る
」
の
体
制
を
排
除
す
る
、「
国
民
は
国
家
で
あ
る
」
の
体
制
で
あ
っ

た
。フ

ラ
ン
ス
革
命
後
に
お
い
て
は
、「
国
民
は
国
家
で
あ
る
」
の
体
制
を
「
人
民
は
国
家
で
あ
る
」
の
体
制
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
歴
史
課

題
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。
こ
の
「
人
民
主
権
」
体
制
へ
の
動
向
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
限
ら
れ
ず
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
で
は
、
近
代
以
降
一
般

的
に
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ※

る
）
24
（

。

※ 

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
も
、
主
権
者
を
統
治
権
の
権
利
主
体
と
す
る
体
制
を
と
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
の
場
合
は
、
フ
ラ

ン
ス
近
代
と
異
な
っ
て
、「
人
民
」（p

e
o

p
le

）
を
統
治
権
の
権
利
主
体
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
研
究
者
A
・
H
・
バ
ー
チ

は
、
以
下
の
よ
う
な
指
摘
を
し
て
い
る
。「〔
ア
メ
リ
カ
近
代
に
〕
出
現
し
た
〔
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
と
異
な
る
〕
別
の
〔
代
表
〕
概
念
は
、
主
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権
は
人
民
に
あ
り
、
政
治
的
代
表
は
人
民
の
代
理
人
だ
、
と
い
う
急
進
的
な
考
え
方
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
革
命
の
リ
ー
ダ
ー
た
ち
の
多
数
（
す

べ
て
で
は
な
い
）
の
間
に
流
布
さ
れ
て
い
た
見
解
で
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
一
七
七
六
年
に
公
布
さ
れ
た
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
権
利
章
典
の

第
二
条
は
『
す
べ
て
の
権
力
は
、
人
民
に
あ
り
、
し
た
が
っ
て
人
民
に
由
来
す
る
。
統
治
の
任
に
あ
る
者
は
、
人
民
の
受
託
者
（tru

ste
e
s

）

に
し
て
奉
仕
者
で
あ
り
、
つ
ね
に
人
民
に
責
任
を
負
う
』
と
述
べ
て
い
た
〔
一
七
七
六
年
の
ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア
州
権
利
章
典
第
四
条
は
『
す

べ
て
の
権
力
は
本
来
人
民
に
固
有
の
も
の
で
、
し
た
が
っ
て
人
民
に
由
来
す
る
。
そ
れ
故
、
立
法
権
限
で
あ
れ
、
行
政
権
限
で
あ
れ
、
そ
れ

を
担
当
す
る
政
府
の
す
べ
て
の
公
務
員
は
、
人
民
の
受
託
者
に
し
て
奉
仕
者
で
あ
り
、
人
民
に
責
任
を
負
う
』
と
し
て
い
た
〕。
…
…
合
衆
国

憲
法
前
文
は
、『
わ
れ
わ
れ
合
衆
国
人
民
は
…
…
こ
の
憲
法
を
確
定
す
る
』
と
い
う
形
式
で
書
か
れ
て
い
る
）
25
（

」。
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
の
A
・
ド
・

ト
ク
ヴ
ィ
ル
も
、
名
著
の
誉
れ
の
高
い
『
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
民
主
主
義
』（D

e
 la d

é
m

o
cratie

 e
n

 A
m

é
riq

u
e

）
の
第
一
巻
に
お
い
て
、
ア

メ
リ
カ
合
衆
国
の
政
治
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、「
つ
ね
に
人
民
主
権
の
教
義
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
第
一
部
第
四
章
）
と
し
て

い
た
。

3　

一
九
世
紀
「
ド
イ
ツ
国
法
学
」
と
国
家
法
人
説

一
九
世
紀
の
「
ド
イ
ツ
国
法
学
」
は
、
フ
ラ
ン
ス
型
国
家
概
念
と
は
異
な
る
国
家
の
法
概
念
を
提
起
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
君
主
主
権
の
ド

イ
ツ
諸
憲
法
を
解
釈
運
用
す
る
こ
と
を
求
め
た
）
26
（

。
G
・
イ
ェ
リ
ネ
ク
に
よ
る
と
、
国
家
は
、
法
概
念
と
し
て
は
、
領
土
、
国
民
、
統
治
権
の

三
つ
を
要
素
と
し
、「
始
源
的
支
配
力
を
備
え
た
定
住
せ
る
国
民
の
社
団
〔K

ö
rp

e
rsch

aft 

団
体
〕、
な
い
し
最
近
用
い
ら
れ
て
い
る
術
語
を

用
い
れ
ば
、
始
源
的
支
配
力
を
備
え
た
領
土
社
団
で
あ
る
）
27
（

」
と
規
定
さ
れ
る
。
次
の
説
明
の
方
が
誤
解
を
招
か
な
い
か
も
し
れ
な
い
。「〔
国

家
は
、
国
民
な
し
に
は
成
立
で
き
な
い
が
、
国
民
の
う
ち
に
解
消
さ
れ
て
は
い
な
い
。
国
家
は
国
民
の
人
格
化
で
は
な
く
、
国
家
そ
れ
自
体

が
一
つ
の
人
格
で
あ
る
。〕
国
家
に
お
い
て
人
格
化
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
に
内
包
さ
れ
る
人
間
集
団
で
は
な
く
、
国
家
組
織
そ
れ
自
体
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
国
家
人
格
は
、
国
家
の
成
員
の
外
に
、
個
々
の
成
員
の
み
な
ら
ず
、
分
割
さ
れ
な
い
全
体
の
外
に
存
在
す
る
の
で
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あ
る
」（
カ
レ
・
ド
・
マ
ル
ベ
ー
ル
）
28
（

）。

こ
の
よ
う
な
国
家
法
人
説
は
、
立
憲
君
主
制
の
憲
法
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
、
一
方
で
君
主
が
統
治
権
の
権
利
主
体
と
し
て
統
治
権
を
総

攬
す
る
絶
対
君
主
制
を
阻
止
し
、
君
主
主
権
下
で
近
代
化
を
は
か
る
と
同
時
に
、
他
方
で
「
人
民
の
、
人
民
に
よ
る
、
人
民
の
た
め
の
政

治
」
を
徹
底
し
て
求
め
る
「
人
民
主
権
」
や
「
国
民
代
表
」
に
よ
る
政
治
を
不
可
避
と
す
る
「
国
民
主
権
」・「
議
会
主
権
」
を
回
避
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

Ⅳ　

日
本
国
憲
法
下
の
問
題

日
本
国
憲
法
の
解
釈
論
に
お
い
て
も
、
統
治
権
の
権
利
主
体
と
し
て
の
国
家
の
概
念
を
ど
う
規
定
す
る
か
が
問
題
に
な
る
。
フ
ラ
ン
ス
型

の
国
家
概
念
を
と
る
か
、
ド
イ
ツ
型
の
国
家
法
人
説
を
と
る
か
、
ま
た
は
そ
れ
ら
と
は
別
の
概
念
を
と
る
か
に
よ
っ
て
、
主
権
原
理
（
国
民

主
権
）、
憲
法
に
よ
る
政
治
の
意
味
で
の
立
憲
主
義
、
国
民
代
表
制
、
参
政
権
、
地
方
自
治
の
本
旨
な
ど
の
問
題
を
は
じ
め
と
し
て
、
統
治

機
構
に
つ
い
て
の
解
釈
は
、
決
定
的
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
の
大
き
な
直
接
的
影
響
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
平
和
や
人

権
保
障
の
解
釈
運
用
な
ど
も
間
接
的
に
大
き
な
影
響
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

1　

気
に
な
る
学
説
の
状
況

学
説
の
概
況
は
、
か
つ
て
の
「
国
家
法
人
説
」
に
対
す
る
批
判
的
大
勢
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
に
と
っ
て
代
る
支
配
的
学
説
の
未
形
成

と
い
う
事
情
も
あ
っ
て
、
分
明
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
国
家
法
人
説
が
法
政
治
的
お
よ
び
歴
史
的
に
積
極
的
な
役
割
を
終
え
て
い
る
こ
と
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を
承
認
し
つ
つ
も
、
そ
れ
に
と
っ
て
代
る
国
家
概
念
の
形
成
に
は
消
極
的
と
い
う
の
が
、
そ
の
大
勢
の
内
実
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
で
は
、

戦
後
憲
法
学
を
担
っ
た
第
一
世
代
（
明
治
憲
法
下
で
憲
法
研
究
者
と
な
っ
た
世
代
）
と
第
二
世
代
（
日
本
国
憲
法
下
で
憲
法
研
究
者
と
な
っ

た
戦
後
初
期
世
代
）
に
つ
き
、
以
下
の
諸
説
を
紹
介
し
て
お
く
。

　
（
1
）
国
家
法
人
説
的
国
家
論

美
濃
部
達
吉
、
佐
々
木
惣
一
、
田
上
穣
治
、
橋
本
公
亘
な
ど
が
、
こ
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
美
濃
部
は
、
こ

う
説
明
し
て
い
る
。「
国
家
は
統
治
権
を
固
有
す
る
地
域
団
体
で
あ
る
。
…
…
一
定
の
地
域
を
基
礎
と
し
て
成
立
し
其
の
土
地
及
び
人
民
に

対
し
て
他
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
で
な
く
専
ら
自
己
の
意
思
に
基
づ
き
統
治
権
を
保
有
す
る
人
類
の
団
体
で
あ
る
）
29
（

」。「
国
家
は
法
律
上
か
ら

見
て
一
つ
の
法
人
で
あ
る
…
…
法
律
上
の
人
格
と
は
権
利
能
力
と
同
義
で
あ
り
、
而
し
て
法
律
上
権
利
と
は
自
己
の
利
益
を
主
張
し
得
べ
き

意
思
の
力
を
謂
う
の
で
あ
っ
て
、
利
益
と
意
思
と
を
そ
の
観
念
の
要
素
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
権
利
を
享
有
し
う
る
為
に
は
自
己
の
目
的

（
利
益
）
を
有
し
且
つ
意
思
力
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
）
30
（

」。

こ
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、「
国
民
主
権
あ
る
い
は
君
主
主
権
と
い
う
と
き
の
主
権
は
、
国
家
の
た
め
に
統
治
権
を
最
終
的
に
決
定
す
る
権

力
で
あ
り
、
国
家
の
意
思
決
定
に
関
す
る
最
高
機
関
の
地
位
を
示
す
も
の
で
あ
る
）
31
（

」
と
い
う
こ
と
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。
最
高
機
関
権
限
と

規
定
さ
れ
る
国
民
の
主
権
の
具
体
的
内
容
は
、
論
者
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
主
権
者
・
国
民
が
統
治
権
の
権
利
主
体
で

は
な
く
、
国
民
と
の
関
係
で
統
治
権
の
存
在
理
由
が
あ
い
ま
い
化
す
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
こ
の
学
説
に
お
い
て
も
、
他
の
国
家
機
関

は
、
最
終
的
に
は
国
民
の
意
思
に
従
属
す
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
に
も
、
国
民
の
主
権
（
権
限
）
が
、
国
家
目
的
の
た
め
の

も
の
で
あ
っ
て
、
国
民
の
た
め
の
も
の
で
あ
り
え
な
い
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
立
場
で
は
、「
人
民
に
よ
る
政
治
」
は
一
応
説

明
で
き
て
も
（
法
人
実
在
説
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
も
困
難
と
な
る
）、「
人
民
の
政
治
」
と
「
人
民
の
た
め
の
政
治
」
は
説
明
し
が
た
く
な
る
。

「
国
益
」
と
「
国
民
の
利
益
」
は
区
別
さ
れ
、
こ
の
後
者
と
異
な
る
「
国
益
」
の
た
め
の
政
治
が
求
め
ら
れ
が
ち
に
な
っ
て
し
ま
う
。
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し
か
し
、
主
権
者
・
国
民
を
「
人
民
」（p

e
u

p
le

, p
e

o
p

le

）
つ
ま
り
市
民
の
総
体
で
は
な
く
、
フ
ラ
ン
ス
的
な
「
国
民
」（n

atio
n

）
つ
ま

り
た
と
え
ば
国
籍
保
持
者
の
総
体
（
全
国
民
）
と
解
す
る
な
ら
ば
、
主
権
者
・
国
民
の
役
割
は
ま
っ
た
く
名
目
化
し
、「
人
民
に
よ
る
政
治
」

も
な
ん
ら
実
体
を
も
た
な
い
も
の
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
日
本
国
憲
法
の
主
権
者
・
国
民
を
「
全
国
民
」
と
解
す
る
国
家
法
人
説
も
存
在

す
る
。

　
（
2
）
宮
沢
俊
義
説

（
i
）
そ
の
要
点
。
法
人
格
に
つ
い
て
本
質
概
念
と
技
術
概
念
を
区
別
し
、
国
家
の
法
人
格
を
そ
れ
ぞ
れ
と
の
関
係
で
検
討
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
。
宮
沢
俊
義
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
、
代
表
さ
れ
て
い
る
。

①
本
質
概
念
と
し
て
の
法
人
格
と
は
、
法
規
範
の
統
一
複
合
体
を
意
味
す
る
。
そ
う
し
た
精
神
的
統
一
体
を
「
人
格
」
と
呼
ん
で
擬
人
的

な
表
現
を
用
い
る
の
は
、
原
始
社
会
以
来
、
つ
ね
に
人
間
の
思
惟
を
支
配
し
た
ア
ニ
ミ
ズ
ム
の
結
果
で
あ
り
、
か
つ
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
に
も
と

づ
く
言
語
の
擬
人
的
性
質
の
結
果
で
あ
る
。
…
…
あ
る
法
社
会
が
法
人
格
を
も
つ
と
は
、
そ
の
法
社
会
を
構
成
す
る
法
秩
序
が
完
結
的
統
一

体
を
な
し
て
い
る
こ
と
を
省
略
的
に
、
そ
し
て
擬
人
的
に
表
現
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
意
味
の
法
人
格
は
、
す
べ
て
の
法
社
会

に
概
念
必
然
的
に
伴
う
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
国
家
も
、
そ
の
ほ
か
の
法
社
会
も
、
す
べ
て
法
人
で
あ
る
）
32
（

」。

②「
近
代
諸
国
の
法
で
は
、
個
人
主
義
的
な
権
利
の
概
念
が
前
景
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
、
権
利
の
帰
属
点
、
す
な
わ
ち
主
体
が
問
題

と
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
権
利
（
こ
と
に
財
産
権
）
の
主
体
と
な
る
能
力
と
し
て
の
法
人
と
い
う
概
念
が
で
き
て
く
る
。
こ
れ
が
技
術
的
概

念
と
し
て
の
法
人
格
で
あ
る
）
33
（

」。「
こ
の
意
味
の
法
人
格
は
、
ひ
と
え
に
法
技
術
的
必
要
に
も
と
づ
い
て
作
ら
れ
た
概
念
で
あ
っ
て
、
決
し

て
、
法
秩
序
か
ら
概
念
必
然
的
に
生
ず
る
概
念
で
は
な
い
。
本
質
概
念
と
し
て
の
法
人
格
が
、
法
概
念
と
と
も
に
当
然
に
与
え
ら
れ
る
概
念

で
あ
る
の
に
反
し
て
、
技
術
概
念
と
し
て
の
法
人
格
は
、
法
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
概
念
で
あ
る
）
34
（

」。「
国
家
が
法
技
術
概
念
と
し
て
の
法
人

格
を
も
つ
か
ど
う
か
は
、
し
た
が
っ
て
、
諸
国
の
実
定
法
に
よ
っ
て
の
み
決
定
さ
れ
う
る
。
一
般
に
国
家
が
そ
れ
を
も
つ
か
ど
う
か
を
、
理
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論
的
に
き
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
）
35
（

」。

③
宮
沢
は
、
法
人
格
に
つ
い
て
二
つ
の
概
念
を
区
別
し
た
う
え
で
、「
国
家
法
人
説
」
を
以
下
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
。「
い
わ
ゆ
る
国

家
法
人
説
は
…
…
本
質
概
念
と
し
て
の
法
人
格
と
技
術
概
念
と
し
て
の
そ
れ
を
は
っ
き
り
と
区
別
し
て
い
な
い
点
に
、
欠
陥
を
有
す
る
。
そ

れ
を
理
論
的
に
成
立
さ
せ
る
た
め
に
は
、
右
に
述
べ
た
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
…
…
そ
の
場
合
は
、
そ
の
理
論
が
歴
史
的

に
も
っ
た
政
治
的
意
味
は
、
失
わ
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
）
36
（

」。
こ
こ
で
い
う
「
政
治
的
意
味
」
と
は
「
国
家
法
人
説
」
が
も
っ
て
い
た
「
統
治

権
の
主
体
は
、
個
々
の
自
然
人
で
は
な
く
、
法
人
た
る
国
家
だ
と
説
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
家
産
国
家
思
想
や
絶
対
君
主
制
を
克
服
し
よ
う
と

す
る
要
請
に
仕
え
る
こ
と
が
で
き
た
」
と
い
う
政
治
的
効
用
と
、「
統
治
権
の
主
体
が
抽
象
的
な
国
家
人
（S

taatsp
e

rso
n

）
だ
と
説
く
こ
と

に
よ
っ
て
、
具
体
的
な
国
民
多
数
の
支
配
を
主
張
す
る
民
主
的
勢
力
を
阻
止
し
よ
う
と
す
る
要
請
に
適
合
す
る
こ
と
が
で
き
た
）
37
（

」
と
い
う
政

治
的
効
用
を
意
味
す
る
と
解
さ
れ
る
。

④
宮
沢
は
、
主
権
の
概
念
に
つ
き
、「
主
権
は
、〔
国
の
政
治
の
在
り
方
を
最
終
的
に
決
定
す
る
権
威
の
意
味
、
国
家
の
権
力
の
最
高
独

立
性
の
ほ
か
に
〕
さ
ら
に
、
国
家
の
権
利
を
意
味
す
る
。
こ
の
意
味
の
主
権
は
、
ま
た
統
治
権
・
国
権
な
ど
と
呼
ば
れ
る
。
国
家
の
権
利
と

は
、
国
家
法
秩
序
の
可
能
な
内
容
を
い
う
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
、
そ
れ
を
い
ち
い
ち
列
挙
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
…
…
国
家
の
諸
権

利
の
背
後
に
、
不
可
分
の
国
権
を
み
と
め
た
り
、
そ
れ
に
原
始
的
・
固
有
・
不
可
抵
抗
的
な
ど
の
属
性
を
み
と
め
る
国
家
学
説
も
あ
る
が
、

理
論
的
に
は
正
確
で
な
い
）
38
（

」。

（
ii
）
そ
の
問
題
点
。
伝
統
的
な
「
国
家
法
人
説
」
に
対
す
る
注
目
す
べ
き
批
判
論
で
あ
り
、
そ
の
影
響
も
大
き
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

和
田
英
夫
（『
新
訂
憲
法
体
系
』
一
九
二
八
年
・
九
頁
以
下
）、
小
林
直
樹
（『
新
版　

憲
法
講
義
上
』
一
九
八
〇
年
・
二
九
頁
以
下
）、
芦
部

信
喜
（『
憲
法
学
Ⅰ　

憲
法
総
論
』
一
九
九
二
年
・
二
二
八
頁
以
下
）、
佐
藤
幸
治
（『
憲
法　

第
三
版
』
一
九
九
五
年
・
五
五
頁
以
下
）
な

ど
に
は
、
宮
沢
の
見
解
を
ふ
ま
え
た
指
摘
が
見
ら
れ
る
。「
国
家
法
人
説
」
を
批
判
し
つ
つ
、
国
民
主
権
や
君
主
主
権
等
の
主
権
原
理
に
つ

い
て
フ
ラ
ン
ス
型
の
概
念
の
排
除
を
う
ち
出
し
て
い
る
こ
と
は
、
と
く
に
注
目
に
値
す
る
。
し
か
し
、
宮
沢
説
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
看
過
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す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
疑
問
も
あ
る
。

第
一
は
、
と
く
に
気
に
な
る
こ
と
だ
が
、
権
利
と
し
て
の
統
治
権
（
憲
法
を
頂
点
と
す
る
国
家
法
の
範
囲
内
で
か
な
ら
ず
存
在
す
る
国
民

と
国
土
に
つ
い
て
の
支
配
権
）
の
権
利
主
体
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
実
定
国
家
法
で
国
家
と
定
め
て
い
る
か
ぎ
り
で

国
家
が
権
利
主
体
だ
と
い
う
だ
け
で
は
、
実
定
国
家
法
で
そ
の
権
利
主
体
を
明
示
し
て
い
な
い
統
治
権
に
つ
い
て
は
誰
が
権
利
主
体
か
わ
か

ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
日
本
国
憲
法
上
、
た
と
え
ば
立
法
・
行
政
・
司
法
の
諸
権
限
の
主
体
が
国
会
・
内
閣
・
裁
判
所
で
あ
る
こ
と
は
自
明

で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
権
利
主
体
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
憲
法
は
、
大
部
分
の
場
合
権
限
の
担
当
者
を
明
示
し
て
い
る
に
と
ど
ま
っ

て
い
る
。
し
か
し
、
誰
が
統
治
権
の
権
利
主
体
で
あ
る
か
を
す
べ
て
の
統
治
権
に
つ
き
明
ら
か
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ

る
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
、
誰
の
意
思
に
よ
り
、
誰
の
利
益
の
た
め
に
統
治
権
を
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
を
決
定
で
き
な
く
な
る
。
統

治
権
が
多
種
多
様
な
形
態
を
と
っ
て
存
在
す
る
場
合
に
は
、
誰
が
そ
の
権
利
主
体
と
な
り
う
る
地
位
に
あ
る
か
（
権
利
能
力
を
も
っ
て
い
る

か
）
を
憲
法
に
明
示
し
て
お
く
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
明
示
が
な
い
場
合
に
は
、
法
人
た
る
国
家
が
権
利
主
体
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る

と
す
る
な
ら
ば
、「
国
家
法
人
説
」
と
質
的
な
差
異
は
な
く
な
る
は
ず
で
あ
る
。

第
二
は
、
憲
法
を
頂
点
と
す
る
実
定
国
家
法
が
統
治
権
の
権
利
主
体
を
「
国（
家
）」
と
定
め
て
い
る
場
合
、
そ
の
国
家
の
概
念
が
問
題

と
な
る
。
主
権
者
と
は
別
の
国
家
、
と
く
に
法
人
と
し
て
の
国
家
を
意
味
す
る
か
が
問
題
と
な
る
。
も
し
そ
う
解
す
る
と
す
れ
ば
、
ⓐ
限
定

的
に
で
あ
っ
て
も
、「
国
家
法
人
説
」
の
政
治
的
意
味
（
と
く
に
「
人
民
主
権
」
と
解
さ
れ
る
日
本
国
憲
法
の
国
民
主
権
下
で
「
具
体
的
な

多
数
の
支
配
を
阻
止
す
る
機
能
」）
を
反
歴
史
的
に
存
続
さ
せ
る
と
の
批
判
を
免
れ
な
い
こ
と
に
な
り
、
ま
た
ⓑ
フ
ラ
ン
ス
の
場
合
の
よ
う

に
、
主
権
の
本
来
の
用
法
に
従
っ
て
、
主
権
者
・
国
民
（
人
民
）
を
統
治
権
の
権
利
主
体
と
解
さ
な
い
理
由
も
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ⓒ

日
本
国
憲
法
前
文
第
一
段
は
、
そ
の
第
一
文
で
国
民
主
権
を
宣
言
し
た
う
え
で
、
そ
の
第
二
文
で
国
民
主
権
下
の
政
治
を
「
そ
も
そ
も
国
政

は
、
国
民
の
厳
粛
な
信
託
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
権
威
〔
英
訳
で
はau

th
o

rity

〕
は
国
民
に
由
来
し
、
そ
の
権
力
は
国
民
の
代
表

者
が
こ
れ
を
行
使
し
、
そ
の
福
利
は
国
民
が
こ
れ
を
享
受
す
る
」
と
パ
ラ
フ
レ
イ
ズ
し
て
い
る
。
こ
の
部
分
を
「
人
民
の
、
人
民
に
よ
る
、
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人
民
の
た
め
の
政
治
」
を
意
味
す
る
と
解
す
る
の
が
、
宮
沢
を
含
め
て
通
例
で
あ
る
。
日
本
国
憲
法
は
、
国
民
を
全
統
治
権
の
権
利
主
体
と

し
、
権
限
と
し
て
の
統
治
権
を
国
民
の
利
益
の
た
め
に
国
会
や
内
閣
等
に
担
当
さ
せ
て
い
る
と
解
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
三
は
、
宮
沢
が
、
一
方
で
「
国
家
法
人
説
」
の
「
政
治
的
意
味
」（「
政
治
的
効
用
」）
を
的
確
に
指
摘
し
つ
つ
も
、
な
お
「
フ
ラ
ン
ス

型
国
家
概
念
」（「
国
家
主
権
者
説
」）
を
と
ら
な
か
っ
た
理
由
が
理
解
し
に
く
い
こ
と
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
、
国
家
概
念
の
面
で
は
、

「
朕
は
国
家
で
あ
る
」
の
「
朕
」
を
「
国
民
」（n

atio
n

）
ま
た
は
「
人
民
」（p

e
u

p
le

）
に
転
換
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
日
本
国

憲
法
の
制
定
も
、
少
な
く
と
も
憲
法
的
に
は
、「
朕
は
国
家
で
あ
る
」
の
「
朕
」
を
国
民
＝
人
民
に
転
換
す
る
現
代
に
お
け
る
日
本
の
市
民

革
命
で
あ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
近
代
の
憲
法
史
を
誰
よ
り
も
熟
知
す
る
宮
沢
が
、
日
本
の
現
代
市
民
革
命
に
お
け
る
国
家
概
念
の
転
換
を
フ
ラ

ン
ス
型
国
家
概
念
と
そ
の
法
政
治
的
お
よ
び
歴
史
的
意
義
に
ふ
れ
る
こ
と
な
く
処
理
し
て
い
る
こ
と
に
は
、
疑
問
が
残
ら
ざ
る
を
え
な
い
）
39
（

。

明
治
憲
法
下
の
憲
法
政
治
と
そ
れ
を
支
え
た
「
正
統
学
派
憲
法
学
」
が
「
朕
は
国
家
で
あ
る
」
を
標
榜
し
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、

「
フ
ラ
ン
ス
型
」
の
対
応
は
日
本
国
憲
法
下
に
お
い
て
も
積
極
的
に
参
照
す
べ
き
は
ず
の
も
の
で
あ
っ
た
、
と
の
思
い
が
残
る
。
日
本
国
憲

法
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
ア
メ
リ
カ
の
近
代
化
に
徴
し
て
も
、
同
様
で
あ
る
。

　
（
3
）
芦
部
信
喜
説

全
国
民
が
全
国
家
権
力
の
正
当
性
の
究
極
の
根
拠
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
と
同
時
に
「
人
民
」
に
憲
法
制
定
権
力
と
制
度
化
さ
れ
た
憲
法

制
定
権
力
（
憲
法
改
正
権
の
こ
と
）
の
帰
属
を
認
め
る
も
の
と
解
す
る
芦
部
信
喜
の
国
民
主
権
論
で
あ
る
。

（
i
）
そ
の
要
点
。
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

①
国
民
主
権
に
お
け
る
主
権
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
宮
沢
説
に
も
な
ら
っ
て
、「
国
の
政
治
の
あ
り
方
を
最
終
的
に
き
め
る
力
」（「
国
家

に
お
け
る
最
高
の
意
思
」、「
最
後
の
決
定
権
」、「
憲
法
制
定
権
」、「
国
家
意
思
を
構
成
す
る
最
高
の
原
動
力
た
る
機
関
意
思
」
と
い
っ
て
も
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い
い
）
と
す
る
。「
国
家
権
力
の
総
体
と
し
て
の
統
治
権
」
だ
と
い
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、「
こ
れ
は
、
主
権
概
念
が
沿
革
的
に
統
治
権
を

実
際
に
掌
握
し
て
い
た
君
主
〔
制
〕
…
…
の
名
ご
り
で
あ
っ
て
、
国
民
が
現
実
に
統
治
作
用
を
行
な
う
こ
と
が
不
可
能
な
国
民
主
権
の
憲
法

に
お
い
て
は
妥
当
し
な
い
観
念
で
あ
る
）
40
（

」
と
し
て
い
る
。

②
主
権
者
と
し
て
の
国
民
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
有
権
者
の
総
体
と
し
て
の
「
人
民
」
説
に
は
以
下
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
と
し
て
、

「
全
国
民
」
説
に
一
応
賛
成
す
る
。「
第
一
に
、
主
権
の
存
す
る
国
民
は
国
家
機
関
と
し
て
の
国
民
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
国
家
法
人
説

を
と
れ
ば
当
然
そ
う
な
る
が
、
と
ら
な
い
場
合
も
実
際
の
結
果
は
同
じ
で
あ
る
）。
第
二
に
、
全
国
民
が
主
権
者
た
る
国
民
と
主
権
者
で
な

い
国
民
に
二
分
さ
れ
、
し
か
も
主
権
者
た
る
国
民
の
範
囲
、
す
な
わ
ち
選
挙
人
の
資
格
の
決
定
は
、
憲
法
四
四
条
に
よ
り
、
国
会
の
意
思
に

委
ね
ら
れ
て
し
ま
う
。
ま
た
、
も
し
…
…
フ
ラ
ン
ス
の
人
民
主
権
説
の
よ
う
に
、
主
権
は
各
市
民
（
選
挙
人
）
に
区
分
さ
れ
て
帰
属
す
る
見

解
ま
で
と
る
と
す
れ
ば
、
い
っ
そ
う
問
題
で
あ
る
。
…
…
人
民
主
権
の
理
論
は
…
…
各
市
民
が
統
治
権
者
の
選
択
に
関
与
す
る
こ
と
（
普
通

選
挙
に
立
脚
す
る
民
主
政
治
）
と
す
べ
て
の
市
民
が
主
権
的
な
決
定
に
直
接
参
画
す
る
こ
と
（
直
接
民
主
制
）
を
要
請
す
る
が
、
日
本
国
憲

法
は
代
表
民
主
制
を
原
則
と
し
、
憲
法
改
正
国
民
投
票
・
最
高
裁
裁
判
官
の
国
民
審
査
の
ほ
か
は
、
ル
ソ
ー
の
説
く
強
制
委
任
（m

an
d

at 

im
p

é
ratif

）
の
理
論
…
…
は
も
と
よ
り
、
人
民
主
権
の
憲
法
に
普
通
見
ら
れ
る
人
民
発
案
（in

itiative

）
や
人
民
解
職
（re

call

）
の
制
度
は

採
用
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
）
41
（

」。
国
民
主
権
の
観
念
は
、
国
家
権
力
の
正
当
性
の
根
拠
が
全
国
民
に
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
、
と
し
て
い

る
。
全
国
民
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
意
味
に
お
い
て
国
家
権
力
の
根
源
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

③
国
民
主
権
は
、
正
当
性
の
契
機
に
つ
き
ず
、「
国
民
自
身
が
主
権
の
究
極
の
行
使
者
だ
と
い
う
権
力
的
契
機
」
が
そ
れ
と
不
可
分
に
結

合
し
て
い
る
、
と
す
る
。
憲
法
制
定
権
力
が
国
民
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
制
憲
権
は
…
…
国
民
主
権
の
権
力
的
契
機
に
力
点
が
お

か
れ
た
概
念
で
あ
る
）
42
（

」
と
す
る
。
国
家
権
力
の
正
当
性
の
根
拠
と
し
て
の
国
民
の
範
囲
と
国
家
権
力
の
究
極
的
行
使
者
と
し
て
の
国
民
の
範

囲
と
の
間
に
は
つ
ね
に
一
定
の
距
離
が
あ
る
が
、「
国
民
主
権
の
理
論
は
、
こ
の
距
離
を
現
実
に
縮
め
る
こ
と
を
試
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
問

題
の
解
決
を
は
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
一
体
的
国
民
と
積
極
的
国
民
と
を
同
一
視
し
、
ま
た
国
民
と
議
会
を
同
一
視
す
る
よ
う
な
、
同
一
視
の
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系
列
が
国
民
主
権
の
観
念
を
特
色
づ
け
た
）
43
（

」
と
す
る
。

④
憲
法
改
正
権
は
、
国
民
主
権
＝
国
民
の
制
憲
権
が
憲
法
の
中
に
制
度
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
始
源
的
制
憲
権
に
対
し
て
「
制
度

化
さ
れ
た
制
憲
権
」
と
し
て
観
念
さ
れ
る
。「
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
よ
う
に
、
法
的
拘
束
か
ら
自
由
な
制
憲
権
が
常
に
発
動
さ
れ
る
恒
常
性

（P
e

rm
an

e
n

z
）
を
有
し
、
改
正
権
の
な
し
得
な
い
憲
法
変
革
を
行
な
う
こ
と
を
認
め
る
の
は
、
革
命
を
合
法
化
し
法
的
な
も
の
の
上
に
決

断
主
義
を
お
く
理
論
で
あ
っ
て
、
立
憲
主
義
・
法
治
主
義
の
思
想
に
背
置
す
る
）
44
（

」、「
合
法
性
の
原
理
を
一
つ
の
支
柱
と
す
る
近
代
法
治
国
家

に
お
い
て
は
、
一
般
に
制
憲
権
は
最
初
の
制
憲
行
為
自
体
に
〔
お
い
て
〕
み
ず
か
ら
を
憲
法
の
中
に
組
織
化
し
、
自
然
状
態
か
ら
法
形
式
に

準
拠
す
る
権
力
〔
改
正
権
〕
へ
と
転
化
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
）
45
（

」
と
し
、
そ
の
活
動
に
は
手
続
的
に
も
内
容
的
に
も
限
界
が
あ
る
、
と
す
る
。

そ
の
要
点
を
も
う
一
度
確
認
し
て
お
こ
う
。
①
主
権
者
た
る
国
民
の
主
権
は
、「
国
家
権
力
を
構
成
す
る
最
高
の
決
定
権
」「
国
家
意
思
を

構
成
す
る
最
高
の
原
動
力
た
る
機
関
意
思
」「
憲
法
制
定
権
力
」
で
あ
っ
て
、「
国
家
権
力
の
総
体
と
し
て
の
統
治
権
」
で
は
な
い
。
君
主
主

権
の
場
合
と
異
な
っ
て
、
主
権
＝
国
家
権
力
の
総
体
と
し
て
の
統
治
権
と
す
る
概
念
は
、
国
民
が
現
実
に
統
治
作
用
を
な
し
え
な
い
国
民
主

権
の
憲
法
下
で
は
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
②
主
権
者
た
る
国
民
は
「
全
国
民
」
の
意
味
で
あ
っ
て
有
権
者
の
総
体
と
し
て
の
「
人
民
」
で

は
な
い
。「
人
民
」
説
を
と
る
と
、
国
民
が
主
権
者
た
る
部
分
と
な
ら
な
い
部
分
に
分
け
ら
れ
民
主
主
義
の
基
本
理
念
に
も
と
る
う
え
に
、

主
権
を
も
つ
国
民
の
範
囲
を
国
民
代
表
た
る
国
会
が
決
定
す
る
（
憲
法
第
四
四
条
）
と
い
う
論
理
矛
盾
を
犯
す
こ
と
に
な
る
。
③
フ
ラ
ン
ス

型
「
人
民
主
権
」
で
は
、「
人
民
」
に
よ
る
直
接
民
主
制
的
な
統
治
権
の
行
使
が
求
め
ら
れ
る
が
、
日
本
国
憲
法
は
、
直
接
民
主
制
を
ご
く

例
外
的
な
も
の
と
し
て
、
代
表
制
を
原
則
と
し
、
強
制
的
委
任
（
命
令
的
委
任
）
も
人
民
発
案
や
リ
コ
ー
ル
も
採
用
し
て
い
な
い
。
日
本
国

憲
法
の
国
民
主
権
は
、
国
家
権
力
の
正
当
性
の
根
拠
が
全
国
民
に
あ
る
こ
と
を
示
す
だ
け
で
な
く
、
全
国
民
が
憲
法
制
定
権
力
を
も
ち
主
権

の
究
極
的
行
使
者
だ
と
い
う
権
力
的
契
機
を
示
す
も
の
で
あ
る
（
こ
の
後
者
は
、
憲
法
上
で
は
憲
法
改
正
権
と
し
て
制
度
化
さ
れ
て
い
る
）。

全
国
民
と
憲
法
制
定
権
を
現
実
に
行
使
す
る
「
人
民
」
と
の
間
に
距
離
が
存
在
し
な
い
も
の
と
擬
制
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
主
権
者
・
国
民

に
よ
る
主
権
の
究
極
的
な
行
使
を
も
国
民
主
権
原
理
の
求
め
る
も
の
と
し
て
い
る
）
46
（

。
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（
ii
）
そ
の
問
題
点
。
興
味
深
い
国
民
主
権
論
・
国
家
論
だ
が
、
以
下
の
よ
う
な
気
に
な
る
点
も
あ
る
。
大
き
な
影
響
力
を
も
っ
た
先
学

の
見
解
で
あ
る
だ
け
に
、
回
答
を
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
な
い
関
係
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
な
ん
と
も
残
念
で
あ
る
。

①
国
家
に
は
か
な
ら
ず
統
治
権
が
存
在
す
る
。
そ
の
権
利
主
体
が
誰
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
憲
法
と
憲
法
学
に
不
可
欠
の

課
題
で
あ
る
。
そ
れ
を
欠
け
ば
、
統
治
権
の
行
使
に
お
い
て
よ
る
べ
き
意
思
も
ま
た
目
指
す
べ
き
目
的
・
利
益
も
失
い
が
ち
に
な
る
だ
け
で

な
く
、
立
憲
主
義
の
意
義
（
と
く
に
授
権
規
範
・
制
限
規
範
と
し
て
の
憲
法
）
を
も
あ
い
ま
い
に
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
権

限
を
権
利
と
誤
解
す
る
統
治
権
の
濫
用
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。
芦
部
説
が
、
日
本
国
憲
法
の
国
民
主
権
に
つ
き
、
主
権
原

理
の
伝
統
的
用
法
に
従
っ
て
、
国
民
が
統
治
権
の
権
利
主
体
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
解
さ
れ
な
い
の
が
気
に
な
る
。
国
民
は
、
統
治
権

の
権
利
主
体
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
国
会
や
内
閣
等
が
担
当
す
る
権
限
の
正
当
な
授
権
者
（
正
当
性
の
淵
源
）
に
な
り
う
る
と

解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
日
本
国
憲
法
に
は
、
国
民
が
統
治
権
の
権
利
主
体
で
は
な
く
、
正
当
性
の
淵
源
に
と
ど
ま
る
と
す
る
明
文
の
規
定

は
存
在
し
な
い
。

②
国
民
が
主
権
者
で
あ
る
こ
と
は
憲
法
に
明
示
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
国
民
は
「
全
国
民
」
の
意
味
で
あ
っ
て
、
市
民
の
総
体
と
し
て
の

「
人
民
」
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
日
本
国
憲
法
で
は
、
主
権
者
・
国
民
は
、
憲
法
改
正
を
国
民
投
票
で
決
定
し
（
第
九
六
条
一
項
）、
最

高
裁
裁
判
官
を
国
民
審
査
し
（
第
七
条
二
、三
、四
項
）、
公
務
員
を
選
定
・
罷
免
す
る
（
第
一
五
条
一
項
）
存
在
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
条
項

は
、
主
権
者
・
国
民
が
政
治
を
理
解
・
批
判
し
権
力
担
当
者
を
選
任
・
罷
免
す
る
能
力
が
認
め
ら
れ
る
年
齢
に
達
し
た
市
民
の
集
ま
り
と
し

て
の
「
人
民
」
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
意
思
能
力
も
行
為
能
力
も
欠
い
て
い
る
政
治
的
未
成
年
者
層
を
含
ん
で
い

な
い
は
ず
で
あ
る
し
、
含
め
ば
民
主
主
義
は
不
可
能
と
な
る
。
憲
法
第
四
四
条
を
あ
げ
て
、
国
民
代
表
が
主
権
者
・
国
民
の
範
囲
を
決
定
す

る
矛
盾
が
指
摘
さ
れ
る
が
、
憲
法
は
第
一
五
条
三
項
で
「
成
年
者
に
よ
る
普
通
選
挙
」
を
明
示
し
て
、
国
会
に
よ
る
法
定
が
野
放
し
の
も
の

で
は
な
く
確
認
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
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③
日
本
国
憲
法
下
で
国
民
（
人
民
）
が
統
治
権
の
権
利
主
体
で
あ
り
え
な
い
理
由
と
し
て
、
直
接
民
主
制
が
限
定
的
で
代
表
制
が
原
則
と

さ
れ
て
お
り
、
命
令
的
委
任
も
人
民
解
職
も
認
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
説
得
的
な
説
明
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に

は
思
え
な
い
。
日
本
国
憲
法
の
代
表
制
が
「
純
粋
代
表
制
」
で
は
な
く
「
半
代
表
制
」「
社
会
学
的
代
表
制※

」
を
含
意
し
て
い
る
こ
と
に
つ

い
て
は
、
肯
定
的
に
解
す
べ
き
根
拠
が
あ
る
。
日
本
国
憲
法
が
、
フ
ラ
ン
ス
や
ド
イ
ツ
の
憲
法
と
異
な
っ
て
、
命
令
的
委
任
に
つ
い
て
の

禁
止
規
定
を
欠
き
、
第
一
五
条
一
項
で
公
務
員
に
つ
い
て
の
罷
免
権
を
「
国
民
固
有
の
権
利
」
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
半
代
表

制
・
社
会
学
的
代
表
制
や
命
令
的
委
任
・
罷
免
権
を
認
め
て
い
る
と
解
す
る
方
が
自
然
の
よ
う
に
思
え
る
。

※ 

純
粋
代
表
制
は
、
有
権
者
の
役
割
を
議
員
の
選
挙
だ
け
に
限
定
し
、
議
会
に
お
け
る
議
員
の
発
言
・
表
決
を
拘
束
し
な
い
（
命
令
的
委
任
の

禁
止
）
代
表
制
を
意
味
す
る
。
半
代
表
制
は
有
権
者
集
団
が
議
会
に
お
け
る
議
員
の
発
言
・
表
決
を
制
約
し
う
る
代
表
制
を
意
味
し
、
社
会

学
的
代
表
制
は
有
権
者
（
世
論
）
の
分
布
状
態
を
議
会
構
成
に
正
確
に
写
し
出
す
代
表
制
（
た
と
え
ば
比
例
代
表
制
）
を
意
味
す
る
。

④
全
国
民
を
憲
法
制
定
権
力
の
主
体
と
し
て
い
る
こ
と
も
気
に
な
る
点
で
あ
る
。
意
思
能
力
・
行
為
能
力
を
も
た
な
い
成
員
を
含
む
全
国

民
が
全
国
民
と
し
て
憲
法
制
定
権
力
を
行
使
す
る
こ
と
は
、
不
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。「
一
体
的
国
民
〔
全
国
民
〕
と
積
極
的
国
民
〔
人
民
〕

を
同
一
視
す
る
」
と
い
う
擬
制
に
よ
っ
て
こ
の
事
態
を
の
り
こ
え
る
こ
と
も
困
難
な
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
主
権
者
と
し
て
の
国
民
に
つ
き
、

一
方
で
国
民
＝
人
民
の
概
念
規
定
を
批
判
し
つ
つ
、
他
方
で
国
民
概
念
の
二
重
性
を
肯
定
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
前
者
の
国
民
概

念
を
正
当
化
す
る
説
明
は
、
後
者
の
国
民
概
念
の
否
定
論
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　
（
4
）
国
家
法
人
説
の
残
滓

「
国
家
法
人
説
は
、
現
在
一
般
に
人
気
が
な
い
。
わ
が
国
の
憲
法
学
者
は
、
こ
れ
に
論
及
す
る
こ
と
を
好
ま
な
い
傾
向
に
あ
る
。
国
家
法

人
説
が
立
憲
君
主
制
を
支
持
す
る
た
め
の
政
治
的
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
国
民
主
権
主
義
を
採
っ
た
今
日
に
お
い
て
は
、
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こ
の
理
論
の
必
要
が
な
く
な
っ
た
ば
か
り
か
、
国
民
を
離
れ
て
国
家
人
格
を
認
め
る
こ
と
は
、
国
民
主
権
を
害
う
危
険
が
あ
る
こ
と
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
）
47
（

」。
橋
本
公
亘
の
こ
の
指
摘
は
、
日
本
憲
法
学
界
の
状
況
の
一
端
を
示
す
も
の
と
し
て
、
い
ま
な
お
妥
当
な
も
の
と
思
わ
れ

る
。し

か
し
、
そ
の
よ
う
な
学
界
状
況
の
な
か
で
、
国
家
法
人
説
的
な
国
家
概
念
や
思
考
方
法
が
自
覚
的
に
そ
し
て
明
確
に
克
服
さ
れ
て
い
る

か
に
つ
い
て
は
、
疑
問
が
残
る
。
た
と
え
ば
、
主
権
の
概
念
に
つ
い
て
、「
統
治
権
」、「
そ
の
属
性
と
し
て
の
最
高
性
・
独
立
性
」
お
よ
び

「
国
家
意
思
の
最
高
決
定
権
」
の
三
つ
を
指
摘
し
、
君
主
主
権
や
国
民
主
権
と
い
う
場
合
の
主
権
は
こ
の
第
三
の
概
念
を
意
味
す
る
と
す
る

学
界
に
お
け
る
有
力
な
傾
向
は
、
そ
の
証
と
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
①
こ
の
傾
向
の
場
合
、
国
民
の
主
権
を
統
治
権
自
体
で
は
な
い
と
し
つ

つ
も
、
誰
が
そ
の
統
治
権
の
権
利
主
体
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
法
人
た
る
国
家
が
権
利
主
体
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う

解
す
る
こ
と
は
、
日
本
国
憲
法
が
、
統
治
権
の
行
使
に
つ
き
、
原
則
と
し
て
、「
人
民
の
意
思
に
よ
ら
な
い
」、「
人
民
の
た
め
で
な
い
」
統

治
権
の
行
使
を
認
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
②
憲
法
が
あ
る
統
治
権
の
主
体
を
「
国
（
家
）」
と
明
示
し
て
い
る
場
合
、
そ
の
「
国

（
家
）」
が
法
人
た
る
国
家
を
意
味
す
る
か
も
問
題
と
な
る
。
そ
う
解
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
統
治
権
に
つ
き
、「
人
民
の
意
思
に
よ
ら
な
い
」

「
人
民
の
た
め
で
な
い
」
行
使
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
③
主
権
者
・
国
民
に
国
家
意
思
の
最
高
決
定
権
が
属
す
る
と
す
る
場

合
、
そ
れ
が
権
利
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
の
も
、
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
統
治
権
自
体
を
国
民
の
権
利
と
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
か
ら

す
れ
ば
、
権
限
と
解
し
て
い
る
と
す
る
ほ
か
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
国
民
の
「
主
権
」
も
、
ま
た
、「
人
民
の
た
め
に
」

認
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。

「
我
が
国
の
憲
法
学
者
は
、
こ
れ
〔
国
家
法
人
説
〕
に
論
及
す
る
こ
と
を
好
ま
な
い
」
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
国
家
を
は
じ
め
と
す
る

憲
法
・
憲
法
学
の
基
礎
概
念
に
お
い
て
は
、
無
意
識
の
う
ち
に
そ
れ
を
前
提
と
し
、
法
政
治
的
お
よ
び
歴
史
的
に
す
で
に
そ
の
役
割
を
終
え

て
い
る
国
家
法
人
説
・
亜
流
の
傾
向
が
強
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
近
時
に
お
い
て
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
注
目

に
値
す
る
変
化
も
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
な
お
、
国
家
法
人
説
亜
流
の
解
釈
や
半
公
然
と
国
家
論
・
主
権
原
理
論
を
ス
キ
ッ
プ
し
て
す
ま
せ
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よ
う
と
す
る
研
究
者
も
少
な
く
な
い
。

2　

ま
と
め

統
治
権
の
権
利
主
体
を
国
家
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
そ
の
国
家
の
概
念
こ
そ
、
憲
法
と
憲
法
学
の
総
論
的
根
本
問
題
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
革
命

は
「
朕
は
国
家
で
あ
る
」
の
「
朕
」
をn

atio
n

 

ま
た
はp

e
u

p
le

 

に
転
換
す
る
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
闘
争
し
、
ド
イ
ツ
や
日
本
の
近
代
は
「
朕

は
国
家
で
あ
る
」
を
承
認
す
る
か
「
君
主
は
国
家
の
機
関
で
あ
る
」
を
と
る
か
を
め
ぐ
っ
て
激
論
し
、
市
民
憲
法
の
現
代
は
世
界
的
な
規
模

で
「
人
民
（p

e
o

p
le

, p
e

u
p

le

）
は
国
家
で
あ
る
」
の
樹
立
を
め
ぐ
っ
て
論
争
を
続
け
て
い
る
。

く
り
返
し
に
な
る
が
、
こ
の
意
味
で
の
国
家
の
概
念
が
憲
法
と
憲
法
学
の
総
論
的
根
本
問
題
と
し
て
論
争
の
的
と
な
り
続
け
る
の
は
、
以

下
の
理
由
に
よ
る
。
①
誰
が
、
統
治
権
の
権
利
主
体
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
、
統
治
権
の
行
使
に
お
い
て
よ
る
べ
き
意
思
と
目
指
す
べ
き
目
的

（
利
益
）
が
き
ま
る
（
主
権
者
が
統
治
権
の
権
利
主
体
で
あ
り
「
国
家
」
だ
と
す
る
の
が
、
主
権
と
い
う
言
葉
を
創
り
出
し
た
フ
ラ
ン
ス
に

お
け
る
伝
統
的
な
用
法
で
あ
る
こ
と
を
想
起
し
て
欲
し
い
）。
国
民
（
人
民
）
が
そ
の
権
利
主
体
で
あ
れ
ば
、
す
べ
て
の
統
治
権
は
原
則
と

し
て
人
民
の
意
思
に
従
っ
て
、
人
民
の
利
益
の
た
め
に
行
使
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
②
立
憲
主
義
体
制
が
と
ら
れ
る
近
代
以
降
に
お
い

て
は
、
主
権
者
（
統
治
権
の
権
利
主
体
）
で
は
な
い
国
会
や
内
閣
等
の
統
治
権
行
使
の
担
当
者
は
、
憲
法
を
通
じ
て
そ
の
権
利
主
体
（
主
権

者
）
か
ら
授
権
さ
れ
て
い
る
権
限
だ
け
を
、
憲
法
の
定
め
る
方
法
に
従
っ
て
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
権
限
の
推
定
も
方

法
の
変
更
も
認
め
ら
れ
な
い
。
授
権
規
範
・
制
限
規
範
と
し
て
の
憲
法
で
あ
る
。
③
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
前
夜
、
シ
エ
イ
エ
ス
は
『
第
三
身
分

と
は
な
に
か
』
に
お
い
て
、
以
下
の
よ
う
な
注
目
に
値
す
る
指
摘
を
し
て
い
る
。
ⓐ
国
民
代
表
制
が
出
現
し
て
も
、
国
民
（
人
民
）
は
統
治

権
を
放
棄
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
国
民
の
不
可
譲
の
財
産
で
あ
り
、
国
民
は
た
ん
に
そ
の
行
使
を
委
任
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。「
代
表
は
、

自
己
に
固
有
の
権
利
と
し
て
そ
れ
を
行
使
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
他
人
の
権
利
で
あ
る
」）48
（

。
ⓑ
代
表
は
、
統
治
権
を
全
面
的
に
行
使
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で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
国
民
は
、
統
治
権
の
行
使
を
全
面
的
に
は
委
任
せ
ず
、「
正
し
い
秩
序
を
維
持
す
る
の
に
必
要
な
部
分
の
み
を
委

任
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
）
49
（

」。
ⓒ
代
表
は
委
任
さ
れ
た
限
度
で
統
治
権
を
行
使
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、「
自
己
に
委
任
さ
れ
た
統
治
権
の
限
界

を
超
え
る
こ
と
は
、
代
表
団
の
権
限
に
属
さ
な
い
）
50
（

」。
ⓓ
国
民
代
表
に
対
す
る
委
任
の
範
囲
と
条
件
を
憲
法
に
明
確
に
定
め
て
お
く
べ
き
で

あ
る
。「
憲
法
は
、
そ
の
い
か
な
る
部
分
に
お
い
て
も
憲
法
に
よ
っ
て
設
け
ら
れ
た
権
力
（p

o
u

vo
ir co

n
stitu

é

）
の
創
り
出
し
た
も
の
で
は

な
く
、
憲
法
を
制
定
す
る
権
力
（p

o
u

vio
r co

n
stitu

an
t

）
の
創
り
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
委
任
さ
れ
た
統
治
権
は
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ

て
も
、
そ
の
委
任
の
条
件
に
変
更
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
意
味
で
、
憲
法
は
基
本
法
で
あ
る
）
51
（

」。

統
治
権
の
権
利
主
体
と
し
て
の
国
家
の
概
念
は
、
憲
法
の
総
論
的
な
根
本
問
題
で
あ
る
。
明
治
憲
法
下
で
、
上
杉
・
美
濃
部
論
争
や
天
皇

機
関
説
事
件
を
経
験
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
国
憲
法
下
で
は
、
国
民
主
権
に
ふ
さ
わ
し
い
国
家
概
念
を
展
開
で
き
な
い
ま
ま
に
、
今

日
に
至
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
前
記
の
①
、
②
、
③
が
、
憲
法
政
治
の
実
効
的
準
則
に
な
っ
て
い
る
と
は
到
底
い
え
な
い
状
況
に
あ
る
。

こ
の
問
題
は
、
日
本
国
憲
法
の
解
釈
運
用
の
問
題
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
憲
法
科
学
の
主
題
で
も
あ
る
。
近
現
代
の
憲
法
と
憲
法
学
は
、

世
界
的
な
規
模
で
こ
の
問
題
を
憲
法
の
根
本
問
題
と
し
て
き
た
。
こ
の
問
題
を
憲
法
科
学
の
主
題
と
し
て
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ

ば
、
近
現
代
の
憲
法
史
の
認
識
を
誤
る
だ
け
で
な
く
、
近
現
代
憲
法
史
の
成
果
に
学
ぶ
こ
と
も
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。「
百
年
に
一
度
の

危
機
」
の
下
で
、
と
く
に
日
本
の
国
家
財
政
は
破
綻
の
瀬
戸
際
に
追
い
こ
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
の
問
題
の
軽
視
が
一
大
要
因
と
な
っ
て
い
る

こ
と
は
否
定
で
き
な
い
よ
う
で
あ
る
。
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注

（
1
） 

美
濃
部
『
日
本
憲
法
第
一
巻
――
憲
法
学
の
基
礎
概
念
』（
一
九
二
一
年
）
二
九
三
頁
。

（
2
） 

こ
の
論
争
は
、
の
ち
に
、
星
島
二
郎
編
『
最
近
憲
法
論
』（
一
九
二
四
〔
大
正
一
三
〕
年
）
と
し
て
、
公
刊
さ
れ
て
い
る
（
こ
れ
に
関
連
す
る
他

の
論
者
の
論
文
も
収
録
さ
れ
て
い
る
）。
こ
の
論
争
の
入
念
な
経
緯
に
つ
い
て
は
、
宮
沢
俊
義
『
天
皇
機
関
説
事
件　

上
』（
一
九
七
〇
年
）
の

「
第
二
章　

上
杉
・
美
濃
部
論
争
」
を
、
ま
た
そ
の
要
点
の
か
ん
た
ん
な
紹
介
に
つ
い
て
は
、
杉
原
『
憲
法
と
国
家
論
』（
二
〇
〇
六
年
）
の
五

頁
以
下
を
参
照
。

（
3
） 

宮
沢
『
天
皇
機
関
説
事
件　

上
』
一
〇
頁
。
し
か
し
、
宮
沢
『
天
皇
機
関
説
事
件　

下
』
の
末
尾
の
「
天
皇
機
関
説
事
件
年
表
」
に
よ
る
と
、

上
杉
に
よ
る
『
憲
法
講
話
』
批
判
は
一
九
一
二
年
六
月
の
こ
と
で
、
美
濃
部
に
よ
る
上
杉
著
『
国
民
教
育
帝
国
憲
法
講
義
』
に
つ
い
て
の
批
判

は
同
年
五
月
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

（
4
） 

星
島
編
・
前
掲
書
、
二
二
頁
。

（
5
） 

星
島
編
・
前
掲
書
、
三
二
―
三
三
頁
。

（
6
） 

星
島
編
・
前
掲
書
、
二
頁
。

（
7
） 

星
島
編
・
前
掲
書
、
三
頁
。

（
8
） 

星
島
編
・
前
掲
書
、
一
二
頁
。

（
9
） 

美
濃
部
『
日
本
憲
法
第
一
巻
』（
一
九
二
一
〔
大
正
一
〇
〕
年
）
一
八
四
頁
。

（
10
） 

同
上
書
、
五
〇
―
五
一
頁
。

（
11
） 

上
杉
『
新
稿　

憲
法
述
義
（
第
八
版
）』（
一
九
二
八
年
）
九
五
―
九
六
頁
。

（
12
） 

美
濃
部
『
日
本
憲
法
第
一
巻
』
二
八
八
―
二
八
九
頁
。

（
13
） 

同
上
書
、
二
九
〇
頁
。
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（
14
） 

美
濃
部
『
逐
条
憲
法
精
義
全
』（
初
版
第
一
一
刷
、
一
九
三
五
年
）
一
三
四
頁
。

（
15
） 
同
上
書
、
一
三
二
頁
。

（
16
） 
上
杉
・
前
掲
書
、
八
六
―
八
七
頁
。

（
17
） 

上
杉
・
前
掲
書
、
六
一
〇
―
六
一
一
頁
。

（
18
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
宮
沢
『
天
皇
機
関
説
事
件
』（
上
）（
下
）
の
「
第
三
章
」
以
下
を
参
照
。

（
19
） 

ボ
ダ
ン
の
「
主
権
」
の
文
言
を
用
い
た
国
家
論
に
つ
い
て
は
、
当
面
、
杉
原
『
国
民
主
権
の
研
究
』（
一
九
七
一
年
）
九
九
頁
以
下
を
参
照
。

（
20
） G

. V
e
d

e
l, D

roit con
stitu

tion
n

el, 1
9
4
9
, p

.1
0
4
.

（
21
） M

. H
au

rio
u

, L
a

 sou
vera

in
eté n

a
tion

a
le, 1

9
1
2
, p

.1
4
9
.

（
22
） 

フ
ラ
ン
ス
革
命
前
に
お
け
る
ボ
ッ
シ
ュ
エ
（J. B

. B
o

ssu
e
t

）
の
君
主
主
権
論
、
ル
ソ
ー
と
シ
エ
イ
エ
ス
の
人
民
主
権
論
に
つ
い
て
は
、
杉
原

『
国
民
主
権
の
研
究
』
の
「
第
二
章　

ア
ン
シ
ア
ン
・
レ
ジ
ー
ム
に
お
け
る
主
権
論
争
」
を
参
照
。

（
23
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
杉
原
『
国
民
主
権
の
研
究
』
の
「
第
三
章　

国
民
主
権
の
成
立
」
と
「
第
四
章　

国
民
主
権
の
基
本
構
造
」
を
参
照
。

か
ん
た
ん
に
は
、
杉
原
『
憲
法
と
国
家
論
』
の
一
三
六
頁
以
下
を
参
照
。

（
24
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
杉
原
の
『
人
民
主
権
の
史
的
展
開
』（
一
九
七
八
年
）
と
『
国
民
主
権
の
史
的
展
開
』（
一
九
八
五
年
）
を
参
照
。
そ
の

要
点
に
つ
い
て
は
、
杉
原
『
憲
法
と
国
家
論
』
の
一
四
九
頁
以
下
を
参
照
。

（
25
） A

. H
. B

irch
, R

ep
resen

ta
tion

, 1
9
7
1
, p

p
.4

8

―4
9
.  

な
お
〔　

〕
の
部
分
は
、
杉
原
に
よ
る
追
加
部
分
で
あ
る
。

（
26
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
栗
城
壽
夫
『
一
九
世
紀
ド
イ
ツ
憲
法
理
論
の
研
究
』（
一
九
九
七
年
）
と
い
う
実
証
性
豊
か
で
入
念
な
研
究
が
あ
る
。

（
27
） 

G
・
イ
ェ
リ
ネ
ク
『
一
般
国
家
学
』（
芦
部
信
喜
ほ
か
訳
、
一
九
七
四
年
）
一
四
五
―
一
四
六
頁
。

（
28
） C

arré
 d

e
 M

alb
e
rg

, C
on

tribu
tion

 à
 la

 th
éorie gén

éra
le d

e l ’éta
t, t.1

, 1
9
2
0
, p

p
.1

1

―1
2
.

（
29
） 

美
濃
部
『
日
本
国
憲
法
原
論
』（
一
九
四
八
年
）
二
五
頁
。

（
30
） 

同
上
。

（
31
） 

田
上
穣
治
『
日
本
国
憲
法
原
論
』（
一
九
八
〇
年
）
一
八
頁
。

（
32
） 

宮
沢
『
憲
法
・
改
訂
第
五
版
』（
一
九
八
〇
年
）
四
頁
。
な
お
、
こ
の
引
用
部
分
を
含
め
て
、
引
用
部
分
は
、「
改
訂
版
」
前
の
も
の
と
変
わ
っ

て
い
な
い
。
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（
33
） 

同
上
。

（
34
） 
同
上
書
、
四
―
五
頁
。

（
35
） 
同
上
書
、
五
頁
。

（
36
） 

同
上
。

（
37
） 

同
上
書
、
二
頁
。

（
38
） 

同
上
書
、
八
頁
。

（
39
） 

宮
沢
は
、
一
九
三
七
年
公
表
の
「
立
憲
主
義
の
原
理
」
と
い
う
論
文
で
、
国
民
主
権
に
つ
き
、
以
上
の
よ
う
な
指
摘
を
し
て
い
る
。「
こ
の
原
理

〔
国
民
主
権
〕
は
要
す
る
に
民
主
主
義
の
原
理
に
ほ
か
な
ら
な
ぬ
の
で
あ
る
が
、
そ
の
い
う
と
こ
ろ
は
き
わ
め
て
抽
象
的
〔
で
〕
…
…
そ
こ
か
ら

必
ず
し
も
一
定
の
具
体
的
内
容
が
引
き
出
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
」（
宮
沢
『
憲
法
の
原
理
』
一
九
六
七
年
、
二
八
頁
）。

（
40
） 

芦
部
信
喜
ほ
か
『
憲
法
の
基
礎
知
識
』（
一
九
六
六
年
）
一
〇
―
一
一
頁
。

（
41
） 

同
上
書
、
一
三
―
一
四
頁
。

（
42
） 

芦
部
信
喜
『
憲
法
制
定
権
力
』（
一
九
八
三
年
）
三
一
八
頁
。

（
43
） 

芦
部
ほ
か
・
前
掲
書
、
一
六
頁
。

（
44
） 

芦
部
・
前
掲
書
、
三
一
八
―
三
一
九
頁
。

（
45
） 

芦
部
ほ
か
・
前
掲
書
、
一
七
頁
。

（
46
） 

芦
部
説
に
つ
い
て
は
、
芦
部
『
憲
法
学
Ⅰ　

憲
法
総
論
』（
一
九
九
二
年
）
の
「
第
六
章　

国
民
主
権
』
お
よ
び
芦
部
『
憲
法　

新
版
補
訂
版
』

（
一
九
九
九
年
）
の
三
九
頁
以
下
も
参
照
。

（
47
） 

橋
本
公
亘
『
日
本
国
憲
法　

改
訂
版
』（
一
九
八
八
年
）
一
〇
頁
。

（
48
） E

. S
ie

y
è
s, Q

u
’est-ce q

u
e le T

iers E
ta

t?
 E

d
. d

e
 S

o
cié

té
 d

e
 l ’h

isto
ire

 d
e
 la R

é
vo

lu
tio

n
 fran

çaise
, 1

8
8
8
, p

.6
6
.

（
49
） ib

id
.

（
50
） ib
id

.

（
51
） S

ie
y
è
s, o

p
.cit., p

p
.6

7

―6
8
.




